
【論説】

「占領目的に有害な行為」に関する検察官の

起訴猶予裁量の運用
-「 連合国占領軍、その将兵又は連合国占領軍に附属し、若 しくは随

伴する者の財産の収受及び所持の禁止に関する政令」(昭和22年 政令

第165号)の 制定過程を中心として-

出口雄一 著

一 序

二　昭和22年 政令第165号 及び第166号 の制定

三　勅令第311号 及び政令第165号 の運用

四 結 びに代えて

一 序

第二次世界大戦後の占領期の我が国は、連合国側で唱 えられた 「無条

件降伏」モデルに伴 う 「占領管理(Occupation and Control)」 をさまざま

なレベルで実施す るために、重層的な法的構造 により規定 されていたが、

その中核 をなすのは、1945(昭 和20)年9月20日 に公布 され、即 日施

行 された 「「ポツダム」宣言ノ受諾ニ 伴 ヒ発スル命令ニ 関スル件」(勅 令

第542号 、以下 「ポツダム緊急勅令」)と 、その委任によって500本 以上

発出された所謂 「ポツダム命令」であった。「連合国最高司令官ノ為ス要

求ニ係 ル事項 ヲ実施スル為特ニ 必要アル場合」 とい う条件のみ を掲げた

授権法であるポツ ダム緊急勅令は、その委任範囲の広 さが新旧の憲法の

規定 と抵触する疑いが極めて強かった上、「連合国最高司令官ノ為ス要求」
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の内容が憲法秩序 と矛盾を来す ものであった場合、その実施のために発

出されるポツダム命令 もまた憲法秩序 を逸脱せ ざるを得ない とい う構造

を抱えていた(1)。ポツ ダム緊急勅令 は、「占領管理体制」が当初 アメ リ

カ政府において構想 されていた直接軍政ではなく、占領開始直前に決定

された間接 統治により運営 されるという原則 を担保するための 「巳ムヲ

得ザル」措置 として制定 されたものであった。すなわち連合国最高司令

官が留保 していた 「直接行動」を取る権限を抑制 し、その 「要求」につ

いては可能な限 り国内法の枠組みによって解決 しようとす るために、ポ

ツダム緊急勅令、及び、その授権 に基づ くポツダム命令が孕む 「超憲法性」

が是認され ざるを得なかったのである(2)。

さて、連合国最高司令官の 「要求」の実施 にあたっては、既存の法令

の運用によって処置することが不可能な場合 は、新たに立法措置 をとる

か、そうでなければ、その 「要求」 を直接の根拠 として処置 を行 う必要

があった。前者 については、法律の制定、ポツダム命令の発出の他、明

治憲法下において本来命令の所管 に属 していた場合 には命令 によって、

特定分野 にかかる既存の法律の授権規定で まかない得る場合 には委任命

令によって処置されたが、後者については 「別段の国内立法手続 を経な

いで先方の要求が直ちに実施 された ものも少 なくな」 かった とされる。

この両者、すなわち、「立法措置 をとつたもの と、直接実施 に移 されたも

の との区別の標準」は必ず しも明瞭 なものではなかったようだが、本稿

において取 り上げる 「占領 目的に有害な行為(占 領 目的阻害行為)」 は、

まさにこの両者の境界線に関係する問題であった(3)。1946(昭 和21)年

6月12日 に勅令第311号 として公布 され、7月15日 に施行 された 「昭和

二十年勅令第五百四十二号 ポツダム宣言の受諾 に伴 ひ発する命令 に関す

る件 に基 く連合国占領軍の占領 目的に有害な行為に対する処罰等に関す

る勅令」(以 下 「勅令第311号 」)は 、同年2月19日 付 「刑事裁判権の行

使 に関する覚書」(SCAPIN756)に より、日本側裁判所から、連合国人又

は会社 その他の団体 に対する人的管轄、及 び、占領軍の安全 もしくは利

益を害 し又 は占領目的に反する特定の行為 に対する物的管轄が排除され

たことを踏まえ、このことを第1条 で改めて確認 した上で、第2条 で 「連
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合国最高司令官の 日本帝国政府 に対する指令の趣 旨に反する行為、その

指令を施行するために、連合国占領軍の軍、軍団又 は師団の各司令官の

発する命令の趣 旨に反する行為及びその指令 を履行す るために、日本帝

国政府の発する法令 に違反す る行為」 を 「占領目的に有害な行為」 と規

定し、これらについては 「公訴は、これを行 はなければならない」 として、

明文で起訴法定主義を採 ったのである(4)。

ところで、「占領管理体制」 の下で行 われた法制改革、と りわけ、 日

本国憲法の制定 と、それに伴 う広範な憲法附属法等の制定 ・改正が、「戦

後」の我が国の法 システムの中核 をなしていることは言 うまで もない(5)。

その中で も、詳細 な人身保護規定 を備えた日本国憲法 に対応する形で刑

事訴訟法が全面改正 されたことが象徴するように(1948(昭 和23)年7

月10日 公布、翌49年1月1日 施行〉、刑事司法 システムの見直 しは 「戦

後改革」の重要な一角 を占めるテーマであった(6)。 しか し、制定の当初

より認識 されていたように、現行刑事訴訟法には、旧刑事訴訟法(大 正

刑事訴訟法)と の 「連続」 と 「非連続」の両面が存在 していた(7)。この

ことは、現行刑事訴訟法の制定過程においてGHQ(General Headqualters/

Supreme Commander for the Allied Powers、 連合国最高司令官総司令部)側 と

日本側立法関係者の「協調的努力」が顕著にあらわれたことの反映であ り、

特に、GHQ側 で法制改革に深 く係わった民政局(Government Section)

のオプラー(Alfred C.Oppler)や ブレークモア(Thomas L.Blakemore)と いっ

た人物が備えていた 「比較法的差異」の認識により、アメ リカ法継受へ

の慎重な態度が維持 された結果である と理解することが出来る(8)。旧刑

事訴訟法 と現行刑事訴訟法の 「連続」の局面の内実 は、特 にオプラーが

強調 していた、戦前 の日本の刑事司法の大陸法的な特色に とどまる もの

ではな く、戦時において生 じた刑事手続の簡略化をもその射程 に収め る

ものであったが(9)、本稿 の問題 関心から検討するべ きは、刑事司法の 「日

本的特色」の中核 をなす とも評価 されている、旧刑事訴訟法の制定に先

立って実務において顕在化 していた、検察官の起訴猶予裁量の行使のあ

り方の変容である(10)。

現行刑事訴訟法 において検察官の起訴猶予裁量を規定 した第248条 は、
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旧刑事訴訟法第279条 の 「犯人 ノ性格、年齢及境遇並犯罪ノ情状及犯罪

後ノ情況ニ 因 リ訴追 ヲ必要 トセサル トキハ公訴 ヲ提起 セサルコ トヲ得」

という規定 に 「犯罪の軽重」 とい う語句が追加 されたに留 まってお り、

統計的に見 ても、この語句の挿入によって検察官の起訴猶予裁量の行使

のあ り方に大 きな変化が生 じたとは考 えに くい(11)。そうであるとすれ

ば、上述の勅令第311号 の制定 は、戦前か ら戦時、更に、占領期か ら戦

後 にわたって も 「断絶」せずに運用 され続けた検察官の起訴猶予裁量権

についての重要な例外 を設けることになった筈である。確 かにこの点に

ついては、勅令第311号 の制定過程において、連合国最高司令官 による

指令などが直接国内法化 されるため「占領政策の大幅 な変更」となる点や、

広範な白地刑罰法規であるため罪刑法定主義 に反す るという点 と併せて、

日本側立法関係者が激 しく抵抗 を示 した問題であった。GHQ側 で 「占

領 目的に有害な行為」などを管轄 していた法務局(Legal Section)は 、勅

令第311号 において 「Public prosecution must be had(公 訴 を提起すべ し)

なる字句 を用ひPublic prosecution may be had(公 訴 を提起することを得)

なる表現を用 ひざりしは、若 し斯る語を使用すれば、汎 く起訴、不起訴

の裁量権を、検事 に与ふることとなる結果、連合軍側に好意 を持たざる

検事在 りて、不起訴権を濫用する虞 なきにしも非ざるが為な り」 として、

明文上では起訴法定主義の修正 を許 さなかった。 しか し、本稿の問題関

心か ら極めて興味深いのは、 日本側の再三の要請に従 う形 で、事前 に地

方軍政部 と連絡 して適当な指示 を求めることとを条件 に、法務局は日本

側検察官の起訴猶予裁量の行使 を是認するに至 っているという点である。

す なわち、 この 「占領 目的に有害な行為」の取扱 いを通 じて、GHQの

民政局 と日本側立法関係者 との間に法制改革を通 じて構築 された 「クロ

ス ・ナショナル」な関係 とは異なる、 もう一つの 「クロス ・ナショナル」

な関係が、GHQの 法務局及び地方軍政部 と日本側の司法省及び地方検

察庁 との問に構築 されることとなったと考えられるのである(12)。本稿は、

1947(昭 和22)年 に政令第165号 として制定 された 「連合国占領軍、そ

の将兵又 は連合国占領軍に附属 し、若 しくは随伴する者の財産の収受及

び所持の禁止に関する政令」(以 下 「政令第165号 」)の 立法過程、及び、
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「占領 目的に有害 な行為」 に関す る検察官 の起訴猶予裁量 の運用(出 口雄 一)

勅令 第311号 の一部改正の過程についての会談記録 と、その改正 を踏 ま

えて作成 されるようになった報告文書 などの史料を紹介 しつつ、「占領 目

的に有害な行為」 に関する日本側検察官の起訴猶予裁量 の行使のあ り方

について検証 し、上述 したもう一つの 「クロス・ナシ ョナル」 な関係が ど

のように構築 されていったかを明 らかにすることで、「戦後」刑事司法が

「占領管理体制」の下で どのようにその最初期の歩みを開始 したのか、 と

いうことを跡付けようとする試みである(13)。

二　 昭和22年 政令第165号 及び第166号 の制定

【1】 前章 において言及 した ように、勅令第311号 は、1946(昭 和21)

年2月19日 付 「刑事裁判権の行使 に関する覚書」 を受けて制定 されたも

のであった。同覚書第1項 によって、 日本の裁判所は 「連合国の人又は

法人その他の諸団体 に対 し、刑事裁判権 を行使 してはならない」 とされ、

また、第2項 によって、以下 に列挙 した犯罪について も 「刑事裁判権 を

行使 してはならない」とされたのである。

(a)占 領軍又 はその凡ての兵員、又は占領軍 に所属若 くは随伴する凡

ての者の安全に有害な行為。

(b)占 領軍の凡ての兵員、又は占領軍 に所属若 くは随伴する凡ての者

に対す る殺害又は暴行。

(c)占 領軍又はその凡 ての兵員、又 は占領軍 に所属若 くは随伴する凡

ての者の財産 を権限なしに所持、取得、受領又 は処分する行為。

(d)占 領軍又は連合 国最高司令官 またはその権限を有する部下の命令

に従 ったその他 の者が、追求中の者を逮捕することに干渉または妨害

を為 し又は拘禁中の者の逃亡 を援助又 は容易 ならしめる行為。

(e)公 務 に関 して占領軍の兵員又 は占領軍 に所属若 くは随伴する如何

なる者に対 しても、これを妨害 し、これか ら要求された報告 を拒絶 し、

口頭又は文書を以て虚偽の又はこれを誤 らすやうな供述をな し、又 は、

如何 なる方法に依るかを問はずこれを偽罔 する行為。
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(f)連 合国最高司令官に依って、又は同司令官の命令に基いて解散させら

れ又は非合法と宣告された団体の利益を計 り、又はこれを支持する行為。

(g)上 記の各犯罪に共謀 し又はこれを教唆幇助 する行為(14)。

日本側裁判所か ら除かれた人的・物的管轄は、同日設置が命令 された 「軍

事占領裁判所(Military Occupation Courts)」 に移 されることとなった(15)。

このことに伴い、 日本側ではまず同年5月15日 に 「刑事裁判権等の特例

に関す る勅令」 を公布 ・施行 し(勅 令第274号)、 軍事占領裁判所へ と管

轄が移される事件 について何時で も公訴を取 り消 し得 るもの とし、その

指示があった場合には監獄 の長は指定 された者を拘禁又は留置 しなけれ

ばならない旨を規定 して対処 したが、GHQ側 にとってこの勅令 は 「刑

事裁判権の行使 に関する覚書」 に対応 した措置 としては不十分な もので

あった。そこで、「占領 目的に有害 な行為」 について 「罰則の絨毯 を敷 く」

ことを企図 して、5月17日 に、「一週間以内に制定公布せ よ」 との口頭

命令 を付 して、法務局のアン ドレー(H.P.Andree)か ら日本側 に対 して

勅令第311号 の原案が提示 されることとなったのである。 この勅令案 に

は、司法省及び法制局が 「従来の法制 と著 しく異なっている」 として強

い抵抗を示 したが、法務局のバッシン(J.Bassin)ら は強硬な姿勢を貫 き、

結局6月4日 に日本側は 「曩に貴方 よりお示 しの勅令案 を、全面的にお

受けす る様、今般政府の方針が決定 した」 旨を法務局 に伝 え、12日 に勅

令第311号 が公布 されることとなった(16)。

さて、勅令第311号 の第1条 は、前掲 の 「刑事裁判権の行使 に関する

覚書」 において 日本側の裁判管轄から除かれた犯罪類型について列挙 し、

これらについては 「公訴は、 これを行 はない」 と規定 している。 このう

ち、本稿が主な検討対象 とする同覚書第2項(c)に 掲げられた 「占領軍

又はその凡ての兵員、又は占領軍に所属若 くは随伴する凡ての者の財産

を権限な しに所持、取得、受領又は処分する行為」(以 下 「連合国占領軍

財産等収受所持行為」)に ついては、その解釈及び範囲について、 日本側

か らしば しば疑義が提示されることとなった。「刑事裁判権 の行使 に関す

る覚書」が発出された2日 後の2月21日 に、この件 についてのGHQ側
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と日本側 との会談が開始されているが、その際にも、「例へば、日本人が

連合国軍の倉庫 に侵入 し缶詰 を盗 んだ場合 には、一応第二項cに より、

占領軍の裁判管轄に服すべ きなる も、同時 に右 は侵入罪、窃盗罪、 とし

て、 日本法律により日本裁判所に於 ても裁判 し得べ きことを、規定 した

るもの」ではないかとの日本側の主張に対 し、GHQ側 はそれを否定 し、

「御引例の場合には日本裁判所 に管轄権なきことは、第二項 に明示 しあ り」

と述べている。そして、「日本裁判所は、占領 目的に有害な行為が、日本

の法律違反 となるものである限 りこれに対 して裁判権 の行使 を継続する

ことがで きる」 とした上で、「軍事占領裁判所 も亦、 この種の行為その他

占領 目的に有害な行為 に対 して裁判権 を引取つて行使することを妨げな

い」 旨を規定 した同覚書第3項 は 「例へば闇市場取締の場合 に於て、 日

本法律が之等 を罰 し得 るものならば、 日本裁判所は之を裁判 して可なる

も、同時に闇行為の如 きは、占領軍の目的に反する行為 なるを以て、占

領軍の裁判所 も管轄権を主張 し得る訳な り」 と返答 しているのである(17)。

更に、本稿の問題関心か らは、2月25日 の会談の段階で、GHQ側 か

ら以下のような解釈が提示 されていることが注 目される。

1日 本人が、刀剣、拳銃等 を正当な理由な くして所持する場合 は、

其の事 自体 に於 て既に連合軍の安全に有害 なるを以て、該所持者に於

て、連合軍其の者 に対する害意あると否 とを問はず総て連合軍側に於

て之が審判 を為す。

メチール、其の他、有毒物含有飲料 の販売には亦 同じ、但 し、之等

事件 を連合軍側に於て一応審理 したる結果連合軍に対する害意無 き事

明とな りたる場合は、該事件を日本側に移 し審判せ しむことあるべ し。

(以上はaに 関するもの。)

2連 合軍側 の内規 としては、連合軍将兵等が物品 を日本人 に譲渡 し、

又 は、贈与するを一切禁止 し居 るを以て、 日本人に して右将兵よ り物

品を譲受 け又 は貰ひ受 くる行為 は原則 と して総てunauthorizedと 謂は

ざるべからず。

然れども、実際 としては適当なる斟酌 を加へ、極 く少量なる物品贈
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与の如 き(例 、煙草二、三本)は 之 を不 問に附す る考な り。(以 上 は

ｂに関するもの)(18)。

このうち後者の点を担保するために、同年3月24日 付で 「連合国軍将

兵 よりの物資購買の禁止に関する覚書」が発出 されてお り(19)、更に、7

月15日 の勅令第311号 の施行 を受けて、以下のような内容 を持つ 「連合

国軍将兵 よりの物品買受等禁止に関する件」が7月30日 にポツダム命令

として公布 ・施行されている(内 務司法省令第1号)。

第一条 何人も左の各号に掲げる物品は、これを連合国占領軍将兵(連

合国占領軍に附属 し又は随伴する者 を含む以下同 じ)よ り買受 け又 は

交換 により譲受けることはできない。

一 亜米利加合衆国その他の連合国の所有 に属する給与品

二 連合国占領軍将兵の使用に充てる目的をもつて連合国政府機関

より、又は同機関によつて物品給与の権限を附与せ られておる福利

機関 より適法に給与又は売渡された給与品その他の物品

第二条 何人も前条各号に掲 げる物品につ き、同条 に違反 して取得せ

られたものである事情 を知 りなが ら、これを売渡 し若 しくは、買い受

け又 は交換 により授受することはできない。

第三条 前二条の規定 に違反 した者は、三年以下の懲役若 しくは五千

円以下の罰金又は拘留若 しくは科料 に処する。但 し、情状 により懲役

及び罰金を併科することができる。

前項の規定 は、昭和二十一年勅令第三百十一号第一条第四号 の規定

が適用されている間は、これを適用 しない。

第3条 第2項 が規定するように、この省令は制定 されたものの 「実際

には運用 されて居ない」状態であった(20}。そもそ もこの 「連合国軍将兵

よりの物品買受等禁止に関する件」は、占領が開始されてか ら 「国民中

ニ連合軍将兵 ヨリ煙草其 ノ他 ノ物資 ヲ買漁ル者」が発生 し、この傾 向が

「進駐ガ全国ニ拡大スル ト共ニ各地ニ波及 シ其 ノ犯情モ漸次悪質 トナリー
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部連合軍将兵 中ニハ軍紀 ヲ紫 リ官給品タル軍衣、軍靴等サへ盗 ミ出ス者

ヲ出シ、他面国民中ニ ハ之 ヲ転売シテ暴利 ヲ企求スル者アル ヲ見ルニ至

リタリ」 とい う状況 となっていたにも拘 らず 「我国現行法制上ニ ハ之 ヲ

強力ニ取締ル法規ナク」、その処分 について 「現地進駐軍当局 ヨリ軽キニ

失スル トノ非難各地ニ 於テ起 リ司法権ノ円満ナル遂行上軽視 シ得ザル情

勢 ヲ惹起スルニ至」っていたため、この種の事件に関する 「厳重ナル罰則」

を課すためのポツ ダム命令 を 「司法内務両省令 ヲ以テ制定スベク一月以

来総司令部 ト折衝 ヲ開始」 していたが、上述の 「刑事裁判権の行使 に関

する覚書」の発出を受けて 「右省令 ノ発布ハ更ニ再検討 ヲ要スルコ トト」

なったという経緯 を持っている(21)。勅令第311号 第1条 第4号 の規定す

る連合国占領軍財産等の収受所持行為 は、 さしあた り、軍事 占領裁判所

が管轄するものとして、運用が開始 されることとなったのである。

【2】 勅令第311号 の発出の前提 となった 「刑事裁判権の行使 に関する

覚書」は、しか し、1947(昭 和22)年6月27日 付の 「「刑事裁判権の行使」

の修正 に関する覚書」(SCAPIN1740)に よって、以下の ような修正が加

えられることとなった。

1.一 九四六年二月一九 日付 日本政府宛覚書(SCAPIN756)「 刑事裁判

権 の行使」 に関する件-こ れは一九四六年九月一九 日付同修正 に関

する件(SCAPIN1218)で 修正 された-の 第二項cを 削除する。

2.占 領軍若 しくはそのすべての兵員、又は占領軍に所属若 しくは随

伴す る凡ての者の財産 を正当の権限な しに所持、取得、受領又 は処分

することを禁止する。

3.上 記第二項の違反は、一九四六年六月一一 日の勅令第三一一号の

規定によって訴追する。

4.こ の覚書の内容 に抵触する一切の法律規定は、 これに従って修正

することを要する。

5.勅 令 第三一一号 によって行われた裁判事件 に関する月次報告 を、

各事件毎に法廷の所在地、事件番号、犯罪の概要、被告訴人員数、抗弁、
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有罪の判決及びその他関係事項を記入の上、各地方軍政部 を経 て本司

令部 に提出せねばならない(22}。

この覚書の発出により、「刑事裁判権の行使に関する覚書」 によって日

本側の裁判管轄か ら除かれていた連合国占領軍財産等収受所持行為が日

本側 に移管されることとなり、その取扱いのために勅令第311号 の一部

改正が必要 となった(23)。その措置に関する日本側 とGHQ側 との間の会

談は7月1日 か ら開始 されているが、その過程では 「占領管理体制」の

法的特質を検討する上で興味深い論点がい くつか提示されている。

まず問題 となったのは、連合国占領軍財産等収受所持行為 に対 して科

される罰則 の軽重 についてであった。当初 日本側は、前述 した 「連合国

軍将兵よ りの物品買受等禁止に関する件」等 を踏 まえて 「三年以下の懲

役若 しくは五千円以下の罰金」程度 を想定 していたが(24)、この点につい

て、GHQ法 務局のバ ッシンらは 「勅令第三百十一号は十年、七万五千

円ときめているのに省令の方が三年、五千円というのは、その調和 から

いつておか しい。われわれ としては一箱の煙草 というような小 さな事件

を問題 にするのでな くて、大 きな闇事件の撲滅 を目的 としているのであ

るが、この刑で他 の目的が達せ られるであろうか」と疑義を提示 している。

これに対 し日本側は、上述の 「昭和二十一年内務、司法省令第一号 を改

正 して、その第三条第二項 を削ると、同令第一条が生 きてはた らくこと

になる」 として 「そもそも、この省令 は今 日あるにそなえて作つた もの

なのであるが、この省令でまかなうことにしてはいけないか」 と反論 し、

闇行為 については物価統制令 によって処罰す ることが可能である旨回答

している(25)。GHQ側 は一旦了承 したが、後に、軍事占領裁判所 を構成

する憲兵裁判所(Provost Courts)の 罰則の基準を勘案 して 「懲役の方を最

高五年とし、重金の方 も最高七万五千円か、或は少 くとも五万円程度に引

き上げる方が良いのではないかと思われる」 としている。「さようにしな

いと、プロボー ・コー トの方で事件を取つて、 しまつてなかなか日本側の

方へ渡そうとしないおそれがある」ため、「プロボーコー トをコン トロー

ル して、事件 を日本側から取 らないようにするために、是非刑の足並みを

10
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揃えてもらいたい」 というのが、その理由であった(26)。

また、勅令第311号 の改正、及び、それに伴 う立法措置をどのような法

令形式で行 うべ きか とい う点 も議論 となった。 この問題 については、 日

本側 は 「新憲法の実施 された今 日、殊 に国会の会期中である現在、政令

の形式で行い得るか どうか、法律 によらねばならないか どうかの点 につ

いては、法制局 とも打合せの上決定することとしたい」 と述べており(27)、

当初 は法律により改正 を行 うこととしていた。一方、GHQ側 でこの問

題について強い関心 を寄せていたのは民政局であり、その見解は当初 「本

問題 も目下国会開会中であるから、総司令部側で 日時の制限 を附 してい

るというような緊急やむをえない ものでない限 り政令でな く法律の形式

によるべ きだ」というものであった。7月15日 に行われた会談において、

国会審議 の遅延に逢着 した法務局が、口頭で この件 についての立法措置

を「本 日から十 日内に実施することを命ずる」旨を日本側に伝 えた際にも、

日本側の申 し出によって法務局 と民政局の問で電話による調整が行われ、

民政局のケーデイス(C.L.Kades)の 見解 として、「勅令 は現在法律 と同

様の効力を有する ものとなつてお り、勅令 を政令で改正することは許 さ

れない。 もしさようなことをして も、最高裁判所が違憲の判決をするこ

とになつて了 うだろう」 との意見が伝 えられている(28)。しか し興味深い

ことに、7月31日 に国会に提出された法律案は、後に、民政局 自らが 「国

会で審議すべ きものではな くて、ポツ ダム勅令で規正 されるべ きもので

あるということになつた」 として審議 を差 し止めているのである(29)。こ

の点については 「要するにこの種 の事項 を国会 の論議に付 した くない と

いうことであつた と思われる」 とも推測 されているが(30)、民政局のオプ

ラーは、8月27日 付の民政局内における覚書で 「連合国最高司令官の指

令が実行 される必要があ り、その修正に他 の選択肢が無い とい うような

場合であれば、立法の基礎的な要素の一つを構成する行動の自由が欠け

ている」ため、 この場合は国会 による立法よ りもポツ ダム命令の方が望

ましいとの意見 を記録 している(31)。この見解は、ちょうど同 じ時期に進

め られていた 「日本国憲法施行の際現に効力 を有する命令の規定の効力

等 に関する法律」(昭和22年 法律第72号)の 改正過程において、オプラー
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が後に提示することとなる、ポツダム命令は 「明白に占領法規(occupation

law)を 構成 し、それ らを改正 した り、あるいは無効になることを決定 し

た りする国会の権限を超越する(beyond the power of the Diet)」 との立場と

軌を一にするものであったと考えられる。第一回国会はまさに 「占領管理

体制」 と 「新憲法秩序」 との矛盾が表面化する場でもあったのである(32)。

しか し、最大の論点 となったのは、やはり、連合国占領軍財産等収受

所持行為 と検察官の起訴猶予裁量権 との関係であ った。前述 したように、

勅令第311号 の制定にあたって、 日本側はGHQの 法務局 と再三の折衝

を重ね、「占領 目的に有害な行為」 に関しては、日本の検察官は 「全般的

に進駐軍の意向に依つて拘束せ らるゝ ことゝなりたるもの」の、「例へば

或る進駐軍関係の事件 に付、之を起訴すべ きや又は不起訴処分に付すべ

きや疑はしき場合には、事前に現地進駐軍 と連絡 して適当なる指示を求

むべ く、此の場合現地進駐軍 に於て当該被疑者の年齢、境遇その他諸般

の情状 を総合勘案の上、起訴、不起訴に関す る一定の指示 を与ふべ きに

より、検事はその指示 に従ひ事件を処理すべきことゝなるな り」 として、

検察官が事前に地方軍政部 と折衝 を行 うことにより、起訴猶予処分 を行

い得る との妥協 を引 き出 していた。実際、この枠組みに従った起訴猶予

処分は広範 に行われてお り、その実績を踏まえて 日本側は、7月10日 に

持参 した質問書 において 「public prosecutionの 行使 については、Paragraph

l article 2 of Imperial Ordinance No.311の 施行 について当時各地軍政部 よ

り与え られた諒解に従い従来 どお り無罪、軽微、情状酌量等の理由によ

る不起訴処分を行 うことは差支ない ものと解する」 旨の申し入れを行 っ

ている。 これに対 して法務局側は当初 「貴見の通 りである」 と回答 した

が、後にこれ を撤 回し、「こち らからオフィシャルな意見 を発表すること

は、これ を差 し控 える方が よいと思われるか ら、三百十一号の場合 と同

様、各現地の軍政部と相談の上で、適当に処理するようにして もらいたい」

と意見を変更 している。一方民政局のオプラー らは、法令の条文 と実務

の運用の乖離 を問題視する観点から、この機会に「占領目的に有害な行為」

につき起訴猶予裁量の明文化 を企図 していたが、日本側 は 「バ ッシン氏

などのご尽力の結果、疑わ しい事件 については 、一々現地軍 と相談 して
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起訴不起訴 を決定 してお り、別段の不都合 も生 じて居 らない状態」であ

るとして、この点については消極的な態度 を示 してお り、「将来検事が一々

現地軍の意見を聞かな くて もよいようにしてあげたいと思つて努力 して」

いる というオプラーの発言 に対 しても 「G・SとL・Sの 板挟みになつて、

相当に当惑」 していると述べるに留 まり、GHQ内 部の対立 を超 えてま

で起訴猶予裁量の明文化 にこだわっていないことが注 目されよう(33)。

この点は、連合国占領軍財産等収受所持行為の取締 りの目的及び射程

と密接に関連 した問題であった。7月8日 に行われた会談の際、法務局

のバ ッシンは 「一箱の煙草 というような小 さな事件を問題 にするのでな

くて、大 きな闇事件の撲滅を目的 としている」のであ り、そのために 「小

さな犯罪は、なるべ くこれ を起訴 しない ように、もし起訴 しても説諭か

罰金位ですますことに し、特 に重大な犯罪 について徹底的に之 を取締ま

ることを望む ものである」 とした上で 「当方でも、プロボー ・コー トに、

日本側で小 さな事件を起訴 しない らかとてかれこれ文句 を言はないよう

に指示を与へる積 りである」 として、「重ねてい うが とにか く持つている

からすべ て罰するというのでな く、キヤ ンデーを一つ持つているとい う

ような小 さな事件 には手心 を加 えて処罰な しい というようにやつて貰い

たい」旨を日本側 に伝え、連合国占領軍財産等収受所持行為 については、

法定刑 を重 く設定 した上で、起訴猶予裁量の運用によって悪質なものの

取 り締ま りを徹底するよう求めている。

更に、「不法に所持する」 という文言の意味 について日本側が疑義 を呈

示 した際 にも、バ ッシンは 「酒保で買つた品物は、 日本人 にやつてはい

けないことになつている。徒つて 自分が貴下 に一本の煙草 を与えること

も、厳密に言 えば、「不法」である」 とし、以下のように述べていること

が注 目される。

自分が貴下に煙草 を一、二本与えて も、何人 も自分 を処罰すること

は しない、それは自分 には 「意思」(酒 保 品を日本人にやつてはいけ

ない とい う規則 を犯す意思の意味だ と思う-服 部 〔終戦連絡事務局

事務官〕註)が ないからである。 日本法はさてお き、英米法 は 「意思」
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を重んずる。「目的」が不法であるときは処罰するが、 しか らざるとき

には処罰 しない。それ故、各検察庁 に対 して少 し位の煙草や少 しのキ

ヤ ンデーを持つているのは 「不法の所持」 に、はい らないということ

を指示すればよい。進駐軍の家庭で、 日本人の女中に着古 した着物 を

やつた り、食物の残 りをやつた りする場合 も同様で、このような事件

は起訴すべ きではな く、仮に起訴 されて も刑罰は科 さないように裁判

官が裁量すべ きだと思 う。要 るに、司法官憲の裁量によることとすれ

ばよい(34)。

ここに看取 される、日本法 とアメリカ法の 「比較法的差異」の認識は、

前年の勅令第311号 の制定過程 において法務局が示 していた 「元来、日

本 の法制は、大陸法系故、英米法の立前 と一致せ ざるは当然にして、若

し両者が現実 に衝突するときは、 日本側 に於て、英米法 の立場に譲歩す

るは当然なる点を、十分念頭 に置かれ度 きことな り」 との言明 と軌を一

にした、ある意味 「政治的」なものであ り、法制改革 を担っていた民政

局の法律スタッフが彼我の 「比較法的差異」の認識を 「協調的努力」の

実践へ と接続 した態度 とは好対照をなしている(35)。法務局は7月10日

の会談で、連合国占領軍財産等収受所持行為 について過失犯 を処罰す る

ことの可否が問題 となった際にも 「米国には、制定法(statute)と 普通法

(Common law)と がある」 と述べ、「もし制定法で飲食店をやる者は免許

を受けなければならないという規定があるという場合 に免許を求めに行

つたが役所 では後に して呉 れといつて与 えなかつたため、免許を受けな

いで営業をしたというような場合には実際上処罰 しない取扱 にしている」

として、当該行為 を「故意の有無 を問わず処罰」しつつ「運用で適当に中和」

することを示唆 し、 日本法 との 「比較法的差異」 を説得 の材料 として持

ち出している(36)。

以上のような議論 を踏まえて、日本側は7月23日 に法制局の審査 を経

た法律案をGHQ側 に呈示 した。 この最終案 には、「社交友情その他の正

当の理由によ り贈与 された前項の財産」 については収受や所持 を認めて

も良い、 との規定が盛 り込 まれていたが、GHQ側 は 「一、二本 のタバ
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コを贈与すること」 も 「それが適法ではな くて、違法であることは間違

いないのである」から、これらを 「犯罪不成立の規定 にしてしまわれては、

甚だ困る」 と述べ、この部分を削除した上で 「贈与の場合で も全部いけ

ない ということにして、後は、法律の運用に任せることにしておき、適宜、

不起訴裁量権 を行使することに した方が、よいのではないか」 との主張

を繰 り返 した(37)。日本側は 「アメリカ側 と日本側 との接触がだんだん頻

繁 になつてゆこうとしているこの際」 には 「社交友情のため贈与程度の

ものは罪にならぬ」 とするのが適当ではないか と主張 し、「一応適法だが

起訴 しないですますようなや り方は、 日本の法制の建前にはそぐわない

嫌いがあるように思 う」 との反駁 を行 ったが、GHQ側 は以下のように

強硬な姿勢を貫いている。

総 〔総司令部側〕 その議論には賛成で きない、成程、気持の上から云

えば、貴下の云われることもわからないことはないが、第一に、例えば、

戸 を少 しでも開けば人がザ ァー ッと入つて来て、結局、初めか ら大 き

く開けたのと同 じ結果になつて しまう危険がある し、それに一定の限

度 をきめて、適法か否かの標準 を立てることも、立法技術上難 しいこ

とだと思われるので、む しろ、全然さようなことを書かず に、全部的

に禁止 してお く方がよいのではないかと思 う。そ して一応、そうい う

ことにしておいてごく小 さな事件の場合は、検察官が現地の軍政部 と

連絡 して不起訴処分 にするか、又は仮 に起訴するにしても、軽い罰金

ぐらいで済ますことに しておけば、 よいわけではないか。第二に、先

日のメモ ランダムを見て も、占領軍等の財産のpossession及 びreceipt

を一般的に禁止 しているのであるか ら、この点か ら云つて も貴下の云

われるような除外例 を設けることは、このメモ ランダムの趣旨に沿わ

ないことになると思 う。

総　 当方の提案が、多少 日本 の法制上の建前にそ ぐわぬ ところがある

かも知れない ということは認めるが、 ともか く、この法律 は憲法や刑

法等の永久的なものとは違つて、占領が終 るまでの臨時的なものであ

る し、それに、現在米軍の物資 は、 日本の経済界を混乱 に陥れている
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有力 な要素 であるか ら、厳重 にその流 れを取締 らなければならない。

さもないと、しまいには、円が全 く無価値になつて、アメリカタバコが、

それに代つて通貨の役 目をするとい うような破局 に陥ることがないと

も云えないと思う。

総 仮 に当方の提案通 りするとして も、検察官 は、実際上起訴、不起

訴の裁量権を失 わないで持つているのであるから、この点か ら云つて

も、日本の法制の上から見 ておか しいことはないと思 う(38)。

日本側は 「貴下の云われることはよくわかつたか ら、御趣 旨に沿 うよ

うに修正することにしよう」 とGHQ側 の主張を受け入れ、「連合国占領

軍、その将兵又は連合国占領軍 に附属 し、若 しくは随伴する者の財産の

収受及び所持の禁止に関する法律案」 は7月31日 に国会 に提出された。

しか し、上述 したように、民政局内部の方針転換によ りこの法律案は撤

回され、8月25日 に 「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受

諾に伴 い発する命令 に関する件 に基づ く連合国占領軍、その将兵又は連

合国占領軍に附属 し、若 しくは随伴する者 の財産の収受及び所持の禁止

に関す る政令」が政令第165号 として公布 され、即 日施行 された。

第一条 連合国占領軍、その将兵又 は連合国占領軍に附属 し若 しくは

随伴する者の財産(連 合国占領軍の発行する ドル表示軍票、英国占領

軍の発行するポン ド表示軍票又は英国占領軍の使用す る一ペニー若 し

くは半ペニーのオース トラリヤ銅貨幣を除 く。)は 、何人 も、公 に認め

られた場合を除 くの外、これを収受 し、又は所持 してはならない。

日本 国の通貨又は連合国占領軍の将兵若 しくは連合国占領軍 に附属

し若 しくは随伴す る者が、連合国占領軍、連合国政府機関又は同機関

によつて物品給与の権限を附与されている福利機関のいずれにも該当

しない者か ら日本国内 において取得 した日本国内において製造 された

物品は、前項の規定にかかわらず、これを収受 し、又は所持す ること

ができる。

第二条　連 合国占領軍の発行す る ドル表示軍票、英国占領軍 の発行
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するポン ド表示軍票又 は英国占領軍の使用する一ペニー若 しくは半ペ

ニーのオース トラリヤ銅貨幣は、何人 も、他の法令 に別段の定があ る

場合を除いて、 これを収受 し、又は所持 してはならない。

第三条　 第一条第一項又 は前条の規定 に違反 した者は、これを五年以

下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

前項の罪を犯 した者 には、情状 により懲役及び罰金 を併科すること

がで きる(39)。

また同日、勅令第311号 の一部改正を行 うポツダム命令が公布 ・施行

され、「連合国占領軍、その将兵又 は連合国占領軍に附属 し、若 しくは随

伴する者の財産を権限なくして所持、取得、受領若 しくは処分する行為」

についての 日本側での公訴を禁 じた第1条 第4号 が削除されることとなっ

たのである(政 令第166号)。

三　 勅令第311号 及び政令 第165号 の運用

【1】 さて、政令第165号 の制定 によって、1947(昭 和22)年8月25日

以降に発生 した連合国占領軍財産等収受所持行為については、その管轄

が軍事占領裁判所か ら日本側裁判所へ と移されることとなったが、同年5

月3日 には「日本国憲法の施行 に伴 う刑事訴訟法の応急措置に関する法律」

(法律第76号 、以下 「応急措置法」)が 施行 されてお り、大正刑事訴訟法

の下で行われていた刑事実務の運用 にも大 きな変動が生 じることとなっ

た(40)。応急措置法は、その名称が示すように、憲法附属法の改正作業が

難航 したことによる 「新憲法の実施のために必要な、いわば最小限度の

応急措置」であったが、その一方で 「新憲法 に盛 られた理想 を追 うて著

しく現実 を変革 しようとしている点において、刑事訴訟法の画期的な改

正」であった(41)。

政令第165号 の制定に伴 う事件処理の引継 ぎに係わる調整は、この変

動を踏 まえなが ら行われることとなった。 日本側 とGHQ側 との間で8

月4日 に 「近い将来右法案 〔連合国占領軍、その将兵又は連合国占領軍
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に附属 し、若 しくは随伴する者の財産の収受及び所持 の禁止に関する法

律案〕の議会通過後における手続上の問題」が話 し合われた際にも、逮

捕手続 に関して 「先般の刑訴応急措置法によると、検察官は被疑者逮捕

後七十二時間以内に、裁判官に対 し、拘留状 の請求 をしなければならな

くなつている」 ことを踏 まえ、MP(Milltary Police)が 連合国占領軍財

産等収受所持行為 を行った犯人 を逮捕 した場合の 「時間的制限の起算点」

をどこに置 くべ きかがまず協議 されている(42)。逮捕に伴 う身柄拘束時間

の問題は、応急措置法の制定過程 において 「逮捕は、取調べを伴 うのが

当然である」 とする 「日本的な逮捕観 」と 「警察官 は、逮捕 した被疑者

を遅滞無 く裁判官-な いし検察官-の もとへ送致すべ きだ」 とする

「アメ リカ的な逮捕観 」との鋭い対立が見 られた問題であったが(43)、司

法省は 「日本側の警察官が、身柄 をM・Pか ら受取つた時を起算点 とす

べ きだという解釈 も、もちろん成 り立ち得 る し、又実際上 もM・Pに 於

て相当期間身柄を拘束 していることもあると思う」が、運用 としては 「M・

Pが 犯人を逮捕 した ときか ら七十二時間以内になるべ くなら手続 を運び

たい と思つている」 として、GHQの 法務局に対 して 「現地M・Pと 連

絡 して、犯人の身柄は、で きるだけ早 くこれを、 日本側官憲に引渡す よ

う指示 して頂 きたい」 と要請 している。これに対 して法務局のバ ッシン

は「七十二時間とい う時間的の制限は、日本側の警察が、犯人の身柄 を、M・

Pか ら受取つた時から起算することにして、さしつかえない」とした上で、

連合国占領軍財産等収受所持行為 は引 き続 き軍事占領裁判所においても

取扱 うことが出来る以上は 「M・Pと しても、事件 を日本側に移すべ き

や否やについて相 当、慎重に考慮 することもあ り得る と思われるので、

犯人の身柄 を、早 く、 日本側 に引 き渡す ようにというような命令を出す

わけにはゆかない」 との姿勢 を示 している(44)。この問題は、8月12日

午後に行 われた日本側 と民政局 との問の会談で も議論 されてお り、日本

側 は 「将来M・Pが 本件被疑者 を捕 えた場合」 には 「原則 として、日本

側の検察官な り司法警察官吏な りが、裁判官から逮捕状 をもらつて、そ

れによつて、身柄の引取を受ける」 こととなるが 「M・Pが 、身柄 を同

行 して、即刻、身柄の引取 を求めて来たような場合 には、応性の措置 と
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して、刑訴応急措置法第八条第二号による緊急逮捕処分 として、事後直

ちに裁判官の逮捕状 を求める手続を執る」 こととし、また 「応急措置法

第八条第三号所定の七十二時間の時間的制限は、現実 にM・Pら 身柄

を引取つた時か ら起算すべ きもの と思つている」 との見解を伝 えている

が、民政局のオプラー らか らは特段の異論は出ていない(45)。政令第165

号の制定 を受けて日本側で発出された通牒においては、被疑者の受取 は、

応急措置法第8条 第1号 及び第2号 「執れの場合 も四十八時間の起算点(逮

捕の時)は 占領軍官憲よ り現実 に身柄の引渡 を受けたときと解 して取扱

う」こ ととするが(46)、「具体的事件の処理 に当つてはで きるだけ犯人が

事実上拘束を受けた時間を斟酌 された く、なお引継 を受けるに当つては、

なるべ く進駐軍側 より被疑事実及び関係証拠の梗 目を記載 した書面の公

布 を受けることとされたい」 とされている(47)。

GHQの 法務局 との会談における日本側の主張の含意は、連合国占領

軍財産等収受所持行為の日本側裁判所への速やかな移管についての地方

軍政部への命令発出を促す ことであった ものと思われる。逮捕の起算点

についての議論に続けて、 日本側 は被疑者の身柄引渡 しの際に、証拠物

の引渡 しと共 に、上述の通牒で言及されているように 「犯罪事実の概要

を書面に書いて、一緒 に引継いで欲 しい」 こと、更 に 「犯人が事実 を否

認 している場合には関係証人の住所氏名をも知 らせて頂 きたい」旨を法

務局側に要請 している。 これに対 して法務局のバ ッシンは、「犯人を逮捕

して 日本側 に引継て仕事は、東京や横浜では、M・Pが やつているが地

方によつてはM・G(Military Govemment)が やつているところもあつて、

画一的な指令を出すことは至難である」ため、「犯罪事実の概要 を書面に

書いて引継いだり、関係証人の住所氏名を日本側 に知らせたりすることは、

一般的に指令するわけにはゆかない」 として、「結局、現地の司法官憲が、

当該地方の進駐軍当局 と適宜折衝 して、解決するようにしてもらいたいと

思う」 と伝えてお り、更に日本側が 「貴官の御意見を各現地の司法官憲に

伝 えてさしつかえないか」 と確認すると、バッシンは 「自分の名前を出さ

れることに反対 はしないが、元来命令 は八軍を通 じてなさるべ きもので、

自分 には、命令権がないのであるから、現地の進駐軍が 自分の意見に従
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うかどうかは敢て保証の限 りではない」旨返答 している(48)。

ところで、ここで興味深いのは、政令第165号 の制定 をめ ぐる具体的

な調整の過程において、 日本側 とGHQ側 で、刑事司法のあ り方そのも

のについての意見 の齟齬 が見 られることである。上述の会談 において法

務局のバ ッシンは、被疑者 と共に証拠物の引渡 しが求め られた際に 「証

拠物を引渡すことは、当然なこと」であ り、「もし引渡 を拒むような場合

には有罪の証拠が無いわけになるのであるから、被告人を無罪釈放にす

ればよいのであつて、さような点を心配 される必要は毫 もないではない

か」 と述べ、更に、占領軍関係者の証人喚問が必要 となった場合の協力

について日本側から要請 を受けた際 には、以下のように返答 しているの

である。

総　 進駐軍の将兵等 を証人と して法廷に喚問することが絶対必要の場

合 には、遠慮な くM・Pな りM・Gな りに協力方 を要求 されたらよろ

しかろう。 さような場合、進駐軍 としては、 もち論好意的な取計 らい

をすると思 うが、万一 要求に応 じないでそのために証拠がそろわない

ような場合 には、裁判には、 日本の法律 に従つて無罪の言渡をなすべ

きである。

日　 もし将来さような事態が起つた場合 には至急貴官に御連絡 しよう

と思うが如何。

総　 自分の方へ連絡 されるのも結構 だが、 自分 としては、 日本の裁判

所が、さような理由に よつて、被告人を無罪 にしたからといつて、決

してそれを非難するようなことは しないつ もりである。なぜ なら、 日

本の裁判所 は日本 の法律 によつて裁判す るものである以上、証拠不十

分の場合 に被告人を無罪放免にするのは当然であると思うからである。

しか し、これは最悪の場合で、自分 としては進駐軍が最大限度、日本

側 に協力するであらう事 を確信 して疑わぬのである(49)。

また、政令 第165号 の制定 の最終段 階になって、民政局のオプラー

らが、第1条 第1項 に 「公 に認 め られた場 合 を除 くの外(unless duly
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authorized)」 との文言 を挿入するよう求めた際にも、「不法の所持のみが

罰せ られる とい うことを明示 して置けば、所持 の 「不法」 なることは、

検察官が立証 しなければならないことになるではないか」 との民政局側

の主張に対 して、日本側 は 「日本の法律 の建前か ら云えば、犯罪の積極

的要件の存在は勿論、消極的要件の不存在 に付て もすべて検察官が立証

する責任 を負つている」 との説明を行 っている{50)。もとより、本稿で取

り上げている素材は、「占領 目的に有害な行為」 という、「占領管理体制」

の構造 に強 く規定された、ある意味極めて特殊な性質を帯びた ものであ

る。 しか し、政令第165号 の制定過程 において看取 される 日本側 とGH

Q側 の意見の食い違いの背景には、刑事司法のあ り方についての双方の

本質的な認識の相違が横たわっているように思われる。そ して、日本側

関係者の主張の背景 となっている、旧刑事訴訟法下において確立 されて

きた、検察 を中心 とする刑事司法の運営のあ り方 については、応急措置

法を経 て現行刑事訴訟法が制定 された後 も、その 「日本的特色」 として

維持 されてい くこととなるのである(51)。

【2】 さて、政令第165号 及 び第166号 の制定の直接の要因 となった、

1947(昭 和22)年6月27日 付 「「刑事裁判権の行使」の修正に関する覚書」

(SCAPIN1740)は 、前章で触れた ように、第5項 で 「勅令第三一一号 に

よって行われた裁判事件に関する月次報告を、各事件毎に法廷の所在地、

事件番号、犯罪の概要、被告訴人員数、抗弁、有罪の判決及びその他 関

係事項を記入の上、各地方軍政部 を経て本司令部に提出せねばならない」

と定めてお り、この規定に基づき、同年7月 より、勅令第311号 に関する

裁判記録がGHQ側 に提出されることとなった。この間の様子を伝 える

史料 として、稲田得三元仙台高等裁判所長官の回想 を以下に引用 しよう。

私が進駐軍 と関係 を持つ ようになったのは、私が京都区裁判所 の監

督判事を していた時であった。突然ジャッジ ・ア ドヴォケー トの名で

出頭 を命 じてきた。〔中略〕法務部には、少佐 を頭 に二三人の法務官が

いたように思う。そ して出頭 した私に対 し、今後進駐軍 に関係 のある
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事件が起訴 された場合、およびその裁判のあった場合にはいちいち報

告せ よ、 と命 じた。 どんな無理難題 をいわれるのか と、実はひやひや

していたのであったが、要求 されたのが裁判そのものに関す ることで

はない し、単に事件の報告だけだったので、 これ くらいは敗戦国とし

て仕方なかろうと、そこに来た時 よりはずっと気楽な気持ちで法務部

を出た。 しか しそれからは、た くさんの進駐軍関係事件 の起訴状やそ

の裁判の翻訳 に追われた。乏 しい英語の力 をたよりに、和英辞典 と首っ

引きで、曲が りな りに翻訳 をしては、週に一回 くらい米軍の法務部へ

それを持っていった(52)。

各地方軍政部を通 じて提出された裁判記録は、様式が統一されておらず、

また、その全てがGHQ文 書の中に整理 ・保管されているわけではないよ

うであるが(53)、「占領目的に有害な行為」 として日本側裁判所で裁かれた

ものが、具体的にはどのような指令違反であったかを知る上で有益な史料

である。例 えば、勅令第311号 の制定当初から問題 となっていた、第1条

第2号 の 「連合国占領軍、その将兵又は連合国占領軍に附属 し、若 しくは

随伴する者の安全に対 し有害な行為」 と 「銃砲等所持禁止令」(昭 和21年

勅令第300号)違 反事件 との関連について、司法省刑事局関係者は 「この

勅令施行当初は、最高司令部 の見解 も、又各地の事実上の取扱 いも大体

において第一条第二号該当の事件 として占領軍々事裁判所 において裁判

が行われていた」が、1947年10月 頃か ら 「第二条該当事件 として逐次

我方 に裁判権が委譲され るようにな り、銃砲以外の刀剣匕 首等の不法所

持は全面的に(個 々的にではなく)我 方の裁判に付 され」、また 「銃砲 の

不法所持 について も現地軍司令官の承認がある場合は我方で裁判 を行 っ

ている」旨を解説 しているが、これと平仄 を合わせ るように、1947年 後

半の史料 には、特 に地方 において 「武器不法所持」が勅令第311号 該当

事件 として記載 される頻度が高いことが確認出来 る(54)。

さて、「「刑事裁判権の行使」の修正に関す る覚書」が第3項 において

明示 しているように、政令第165号 に規定 された連合国占領軍財産等収

受所持行為 には、勅令第311号 第2条 第1項 が適用 されることになる。
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すなわち、上掲の解説 による と、軍用品 としては 「ピス トル、機銃等の

銃器、無線有線の電信電話の送受信器の機械をは じめ各種の兵器」「ジー

プ、セダン(乗用車)、トラック、トレーラー、自動車等の各種の車輌」「毛布、

軍衣袴、軍靴その他 の物で倉庫等 に格納又は貯蔵されている各種 の衣料

品」「連合国占領軍人、軍属又は家族等 に給与すべ き食料品で倉庫等に貯

蔵 されている各種の食料品」「揮発油、軽油、重油その他各種の燃料」「タ

イプライター、その他の事務用品、冷蔵機その他の厨房用具」等、官給

品としては 「各種煙草」「衣料品、食料品、調度品その他の物品で各人の

日常の用途に充てられ、且つその者において一定の保管義務のあるもの」

「自転車、 タイプライター等の小車輌、小器械であつて各人の 日常の用途

に充てられ、且つその者 において一定の保管義務のある もの」等、その

他 「各人がP・Xか ら購入 した もの、各人が本国から持参 し又は郵送 を

受 けた もの、軍票本国の通貨凡て」について、「有償であると無償である

と、売買であると交換であることを問わず、とにか く買つても貰つても拾

つて も、持つていてもいけない」 ということにな り、明文上は、これらの

行為は全て日本側裁判所 において起訴 されなければならないこととされた

(55)
。 しか し実際には、前述 したように、勅令第311号 の制定 の当初から

地方軍政部 との事前調整によって起訴猶予裁量が柔軟に運用されてお り、

そのあ り方は政令第165号 において も引継がれていた。明文 における規

定こそ設け られなかった ものの、政令第165号 の制定過程 において記録

されている、 日本側か らの 「司法省 としては、従前の貴官 この会談の結

果 に基 きこの際全国の検察官に対 し、いわゆる小事件(Minor Case)に

ついては、起訴 をしないようにこの趣 旨の通牒 を出そうと思 う」 という

意向に対するバ ッシンの 「その趣 旨の通牒 を出されることは結構」だが

「「極秘」の通牒にして もらいたい」 という返答、更 に、日本側か らの 「そ

の点については、貴方か らも、同趣旨の連絡 を、各現地進駐軍当局 にし

て置いて頂 きたいと思 う」 との依頼 に対する 「訓令(instruction)の 形で

はな く政策(policy)と して指示するつ もりであるか ら御安心を願 う」 と

バ ッシンの返答等から、両者の間に緊密 な 「クロス ・ナショナル」 な関

係が構築 されていることが確認できる(56)。政令第165号 の制定直後の8
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月27日 、司法省刑事局か ら 「総司令部法律部の了解を得ているものであ

る」旨を申し添えた上で、以下のような通牒が出 されていることは、こ

のことを裏付 けるものであろう。

(一)昭 和二十二年政令第百六十五号違反事件については昭和二十一

年勅令第三百十一号第二条第一項が適用 される訳であるが、その具体

的運用 については従来通 り起訴猶予処分 も認め られるものと解す るか

ら、その具体的方法基準等 については現地占領軍当局 と連絡 して最善

の処理方法 を採るよう努められたい。

(二)昭 和二十二年政令第百六十五号違反事件の処理に当つては悪質

重大犯に検挙処罰の重点を置 くよう運用せ られたい(57)。

それでは、勅令第311号 及び政令第165号 の起訴猶予処分は、実際に

はどのように行われていたのだろうか。その一端 を示す史料 として、《表

1》 及び 《表2》 を掲出 しよう。 これは、1948年4月18日 付 で東京軍

政部(Tokyo Military Government Team)か ら第八軍司令官に提出 された

同年3月 の裁判月例報告 に含 まれていた文書であ り、同月に東京地方検

察庁の下で行われた勅令第311号 関連事件の起訴処分75件(78名)、 及

び、不起訴処分104件(106名)に ついてまとめた ものである(58)。無論、

過度 な一般化 は慎 まなければならない上、地域によって偏 りがあること

を踏 まえなければならないが、 とりわけ、不起訴処分を行 うにあたって、

逐一事前 に地方軍政部側の承認 を受けている事例 と、 日本側で通常の不

起訴処分 と同様 に犯罪の軽重や情状を酌量 して不起訴処分とした被疑者

について事後的に報告 している事例 とが混在 していることや、個別に憲

兵隊(Prorost Marshal)大 尉 による承認が行われた事例があることなどは

興味深い ように思 われる。日本側 関係者 は、占領終結が近づいた頃に、

勅令第311号 が明文上では起訴法定主義 を維持 しつつ も 「実際上 も軽微

な罪の事件 まですべ て起訴する方針 をとるならば、かえつて一般国民 に

占領政策の過酷を思わ しめ、決 して占領 目的に寄与す ることとな らない

と考 えたので、わが検察官は、事案の内容に応 じ適切な処理を行 うこと
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に努め占領軍の係官 もまたわが検察官の意見 を尊重す るに吝か でなかつ

た」 との評価 を行っているが(59)、そのような評価 の背景には、 日本側の

地方検察当局 とGHQ側 の地方軍政部 との間に、このようなグラデーショ

ンを許容 し得 る程度に密な 「クロス ・ナショナル」な関係があったこと

を指摘することが出来 るであろう。

四 結びに代えて

1949(昭 和24)年9月13日 付連合国最高司令官総司令部回章第23号

「一般人事規則」により占領軍要員 と日本国民の交渉が緩和 されたことを

踏 まえて、同年12月15日 に以下の ような内容 を持つ 「連合国占領軍財

産等収受所持禁止令」(政 令第389号)が 公布 ・施行され、政令第165号

は廃止されることとなった。

第一条　 米国軍票(United States Military Payment Certificates)、英国軍

票(British Armed Forces Special Vouchers)、英占領軍の使用する一ペニー

若 しくは半ペニーのオース トラリヤ銅貨幣又 は連合国占領軍の発行す

る外国貿易支払票(Foreign Trade Payment Certificates)は、他の法令 に

別段の定がある場合 を除 くの外、収受 し、又は所持 してはならない。

第二条　 連合国占領軍又 は連合国占領軍の要員(連 合国占領軍の将兵

又は連合国占領軍に附属 し、若 しくは随伴する者 をい う。以下同 じ。)

の財産(日 本国の通貨を除 く。以下同じ。)は 、公に認め られた場合 を

除 くの外、収受 し、又は所持 してはならない。

2　 前項 に規定す る公 に認め られた場合 とは、左の各号 に掲げる場合

を含む ものとする。但 し、これ らの場合に限られるものではない。

一　左に掲げる財産を収受 し、又は所持する場合

イ　 日本国政府機関その他 日本国の公の機関 を通 じて交付 される

財産

ロ　連合国占領軍 により日本 国政府機 関を通 じて配給のために放

出される医療品及び医療器具
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《表1　 東京 地裁 管 内1948年3月:起 訴 事件 》

番号 被疑者氏名
(国籍 ・性別、年齢、職業)

態様 答弁 嫌疑 犯行日 告訴日 求刑

1 H.S(日 本人 男性 、19歳 、 労働者) 窃盗 有罪 共謀による毛布2枚 窃取 1948.1.8 1948.3.1 懲役6ヶ月
2 T.N(日 本人 男性 、19歳 、 労働者) 窃盗 有罪 勤務中に手袋5組 、ハンカ

チ2枚 窃取
1948.2.16 1948.3.1 懲役4ケ月

3

T

.F(日 本人 男性 、25歳 、運 転手) 165号違反 有罪 砂糖10ポ ンド、タオル8本
を1800円で購入、所持

1948.2.24 1948.2.2 罰金3000円

4 S.M(日本人男性、37歳 、修理工) 165号違反 有罪 砂糖10袋 、タオル16本 を
2400円 で購入、所持

1948.2.24 1948.3.2 罰金30O0円

5 H.Y(日本人男性、26歳、雑役夫) 窃盗 有罪 タオル28本 、砂塘8ポ ン
ド、肌着2枚 、下穿き1枚
窃取及び売却

1948.2.24 1948,2.2 懲役1年

6M.

H(日 本人男性、35歳 、修理工) 165号 違反 有罪 タオル12本 、肌着2枚、下
穿き1枚 を1600円 で購入

1948.2.24 1948,3.2 罰金3000円

7 K.S(日 本人男性、20歳、 水夫) 165号 違反

有罪

ジャンパー1着 を520円 で
購入、所持

1947.10.29 1948.3.2 罰金2000円

8 I.E(日本人男性、19歳 、給仕) 165号 違反 有罪 肌着2枚、蓄音機1台 及び
物品7点 を購入、所持

1948.2.13 1948.3.3 懲役6ケ月及び罰金
5000円

9 Y.T(日本人男性、85歳 、雑役夫) 窃盗 有罪 共謀による砂糖2袋 窃取 1947.8.22 1948.3,4 懲役6ヶ 月
10

T.

T(日 本 人 男性、27歳 、質屋) 窃盗 有罪 タバコ2箱を購入、所持 1948.2.23 1948.3.5 求刑未確定
11 T.T(日 本人男性、60歳 、食堂主) 165号及び

価格統制
令違反

有罪 共謀によるタバコ150箱 、
バター10ポ ン ド、砂糖15

ポン ド所持

1948.12.23 1948.3.6 懲役5年 及び罰金100
万円

12 G.S(日 本人男性、51歳 、雑役夫) 165号 違反 有罪 ボス トンバッグ1つ 、石鹸
11個、物品16点 を所持

1947.10.20 1948.3.6 懲役6ヶ 月及び罰金
2000円

13 I.I(日 本人男性、20歳、労働者) 窃盗 有罪 売却目的で砂糖65ポ ンド
窃取

1948.2.25 1948.3.6 懲役1年

14 K.M(日 本 人男性 、28歳 、質屋) 贓物故買 有罪 三輪タイヤ2本 、二輪タイ
ヤ2本 を2000円 で販売

1947.12.22 1948.3.8 懲役1年10ケ 月

15 H.U(日 本 人男性 、25歳 、無職) 強盗未遂 有罪 タイヤ強盗未遂 1948.1.22 1948.3.8 懲役10ケ 月
16 K.T(日 本人男性、37歳 、無職) 窃盗及び

165号 違反
有罪 ジャッキ1台所持、盗品タ

イヤを11万7千 円で販売
1948.2.14 1948.3.8 懲役2年

17 Z.S(日 本人男性、24歳、質屋) 165号違反 有罪 ズボン1着 、物品2点 を購
入、所持

1948.3.7 1948.3.9 懲役4ヶ 月

18 S.K(日 本 人 男性 、23歳 、労働 者) 窃盗 有罪 共謀によるガラス5箱窃取 1948.2.25 1948.3.9 懲役10ケ 月
19 K.Y(日 本 人 男性.22歳 、労働 者) 窃盗 有罪 共謀によるガラス5箱窃取 1948.2.25 1948.3.9 懲役10ケ 月
20 N.I(日 本 人男性 、35歳 、 八百屋) 165号違反 有罪 外套2着 、物品6点 を購

入、所持
1947.10.31 1948.3.10 罰金10000円

21 S.S(日 本 人女性 、25歳 、 店員) 窃盗 有罪 ズボン1着 を吉原病院で購
入、所持

1948.3.1 1948.3.10 罰金1000円

22 M.S(日本人男性、20歳、 自動車修
理工)

165号違反 有罪 櫛1個 、物品123点 所持 1948.2.11 1948.3.11 懲役10ケ 月及び罰金
3000円

23 K.T(日 本 人男 性 、29歳 、 音楽 家) 165号 違反 有罪 タバコ70箱を購入、ライ
ター1個 、腕時計1個 を受

領、所持

1947.9.10 1948.3.12 懲役6ケ 月及び罰金
3000円

24

F.

S(日 本人男性、36歳、料理人) 165号違反 有罪 ラー ド17ガロン、物品1点
所持

1948.2.20 1948.3.12 懲役6ケ 月及び罰金
500円

25 S.K(日 本 人男性 、20歳 、 労働 者) 窃盗

有罪

チェスターフイール ド50
箱窃取

1947.11.4 1948.3.12 懲役2年

26 S.H(日 本人 男性 、21歳 、 労働 者) 窃盗 有罪 キャラメル50カー トン窃

取及びシューズ1足 、物品

1947.11.5 1948.3.12 懲役2年

27 T. N(日 本人男性、23歳、無職) 165号違反 有罪 ウイスキ50本 所持 1947.12.20 1948.3.15 懲役8ヶ 月
28 T.T(日 本人男性、22歳、貴金属

商)
165号違反 有罪 3ドル 、パーカー 万年筆1

本所持

1947.10.8 1948.3.16 罰金500円

29 C. H(日 本人男性、36歳、無職) 165号違反 有罪 タバコ19箱、物品3点所持 1948.3.16 懲役4ケ 月及び罰金
5000円

30 G.I(日 本人 男性 、28歳 、 労働 者) 窃盗 有罪 50ヤー ドの綿2ロ ール窃取 1948.3.4 1948.3.16 懲役1年
31 S.S(日 本 人男性 、39歳 、労 働 者) 311号違反 有罪 G.I.から石鹸2個 、物品32

点を購入、所持
1948.3.4 1948.3.17 罰金3000円

32 I.U(日 本人男性、45歳、労働者)

311

号違反有罪 G.I.か らパイプタバコ10
缶、物品2点 を購入、所持

1947.8.4 1948.3,17 罰金1000円

33 S.H(日 本人男性、39歳、労働者) 311号違反 有罪 G.I.からタバコ7箱 、物品5
点を購入、所持

1947.8.5 1948.3.17 罰金10GO円

34 E.Y(日 本人男性、35歳、ボイラー
工)

311号違反 有罪 G.I.からタバコ5箱 、物品7
点を購入、所持

1947.8.5 1948.3.17
-罰金2000円

35

C.M

165号違反 有罪 売却目的で砂糖所持 1947.12.27 1948.3.17 懲役4ケ 月及び罰金
10000円

36 A.T(日 本人 女性 、18歳 、街 娼) 165号違反 有罪 ズボン6本、靴下4足所持 1948.3.11 1948.3.18 懲役1～3年
37 H.K(日 本 人男性 、19歳 、労 働者) 窃盗 有罪 チョコレー ト4本窃取 1948.3.4 1948.3.16 懲役6ケ 月
38 E.W(日本人男性、29歳、労働者) 165号違反 有罪 婦人物靴下4足所持 1948.2.20 1948.3.20 罰金2000円
39 G.K(日 本 人男性 、25歳 、 労働 者) 165号違反 有罪 絨毯1枚所持 1948.3.4 1948.3.20 罰金2000円
40 M.S(日 本人 男性 、31歳 、労 働者) 165号違反 有罪 ランニング14着、物品3点

所持
1948.1.20 1948.3.6 懲役4ケ 月及び罰金

3000円
41 K.E(日 本人男性、25歳、修理工) 165号違反 有罪 タイヤ8本 、ジャツキ2台

所持
1948.1.27 1948.3.8 懲役1年6ケ 月及び罰

金1000円
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42 B.J.K(韓 国人 男性 、18磯 、無 職) 165号違反 有罪 ジャンパー1着 、物品2点

所持

1948.2.3 1948.3.19 罰金2000円

43 T.S(日 本 人男性 、25歳 、 料理 人) 165号違反 有罪 シー ツ1枚 、物品83点所持 1948.1.27 1948.3.19 懲役1年及び罰金
5000円

44 S.I(日 本 人男性 、17歳 、無職) 窃盗

有罪

共謀による毛布1枚 窃取 1947.12.5 1948.3.20 未定(他 の犯罪によ
り求刑予定)

45 K.H(日 本 人男性 、27歳 、料理 人) 165号違反 有罪 毛布1枚 、物品3点所持 1 948.3.15 1948.3.20 未定(他 の犯罪によ
り求刑予定)

46

S.Y(日本人男性、21歳、無職)

窃盗 有罪 靴下41足窃取 1948.3.12 1948.3.20 懲役1年6ケ 月
47

M.T（日本人男性、17歳、職工)

窃盗 有罪 毛布3枚 、物品3点 窃取 1947.12.3 1948.3.20 未定(追 加捜査 によ
り決定)

48 T.K(日 本 人男性 、19歳 、 労働 者) 窃盗 有罪 チョコレー ト6本窃取 1948.3.4 1948.3.20 懲役 4ケ 月

49 K.O(日 本 人男性 、26歳 、無職) 窃盗 有罪

シャツ

1着窃取 1948.3.9 1948.3.20 懲役6ケ 月
50 S.W(日 本 人男性 、20歳 、鉄道 員) 窃盗 有罪 アルコール6缶 窃取 1947.12.23 1948.3.22 懲役1年
51 H.K(日 本 人男性 、20歳 、PX店員) 165号違反 有罪 セーター1着 、物品6点所

持

1948.2.21 1948.3.23 罰金2000円

52 S.H(日 本 人男性 、34歳 、 雑役 夫) 165号違反 有罪 シーツ1枚 、ガーゼ10枚 窃

取

1947.12.18 1948.3.22 罰金2000円

53 T.S(日 本 人男性 、40歳 、会社社長) 165号違反 有罪 ジャケッ ト1着、シャツ1

着所持

1947.12.29 1948.3.23 罰金1000円

54 I.I(日本 人男性 、25歳 、 セー ルス
マ ン)

165号違反 有罪 黒人G.I.か らタオル3本 、
物品7点を購入、所持

1947.12.7 1948.3.23 罰金 3000円

55 T.S(日 本 人男性 、21歳 、会社員) 165号違反

有罪

バ ター1.5ポ ン ド所持 1948.3.5 1948.3.23 罰金1000円
56 S.T(日 本 人男性 、19歳 、労働 者) 165号違反

有罪

バ ター1ポ ン ド所持 1948.3.5 1948.3.23 罰金 500円

57

K.N(日本人男性、24歳、労働者)

165号違反 有罪 バター1ポ ン ド所持 1948.3.5 1948.3.23 罰金500円
58

K.K(日本人男性、28歳、労働者)

165号違反 有罪 バター2ポ ン ド所持 1948.3.5 1948.3.23 罰金1000円
59-a J.O(日本人男性、32歳 、会社役員

)

311号 違 反 有罪 ぺニシリン、靴下28足所
持

1947.11.15 1948.3.23 懲役6ケ 月及び罰金
10000円

59-b

S.O

(日本人男性、29歳 、無職) 165号遠反 有罪 ペニシリン5本所持 1947.11.25 1948.3.16 罰金5000円
59-c M.M(日本人女性、29歳 、無職) 165号違反 有罪 N(59-d被 疑者)の 求めに

よりペニシリン10本所持

1947.11.26 1948.3.16 罰金5000円

59-d T.N(日 本 人男性 、43歳 、会社 役員) 165号違反 有罪 ペニシリン95本所持 1947.11.15 1948.3.16 懲役6ヶ月及び罰金
10000円

60 K.O(日 本人男性、26歳 、無職) 窃盗 有罪 シーツ6枚 、物品46点窃取 1948.3.1 1948.3.19 懲役1年6ヶ 月
61 T.F(日 本人男性、37歳 、ラジオ修

理工)
165号違反 有罪 電流計2台 、物品33点所持 1948.2.20 1948.3.24 罰金2000円

62 Y.M(日本人男性、22歳 、無職) 165号違反

有罪

チェスターフィールド5箱所持1947.12.24 1948.3.24 罰金2000円

63 M.T(日 本 人男性 、34歳 、労働 者) 165号違反 有罪 タバコ9箱 、物品4点所持 1948.2.23 1948.3.25 懲役6ケ 月及び罰金
5000円

64 M. H(日 本人男性、32歳 、労働者) 窃盗 有罪 ズボン2本 、シャツ2枚窃

取

1948.3.27 1948.3.27 懲役1年

65-a H.S(日 本 人 男性 、28歳 、労働 者) 窃盗

有罪

ズボン30本 、物品2点 窃取 1948.3.2 1948.3.27 懲役2年
65-b T.M(日 本 人男性 、18歳 、労働 者) 窃盗 有罪 ズボン30本、物品2点 窃取 1948.3.2 1948.3.27 懲役1年6ケ 月
66 M.T(日 本 人女性 、19歳 、酒場 店 165号違反 有罪 ズボン1着所持 1948.3.22 1948.3.29 罰金1000円
67 M.0(日 本 人男性 、23歳 、無職) 窃盗 有罪 ガラス10枚窃取 1948.3.14 1948.3.29 懲役1年
68 H.S(日 本 人 男性 、20歳 、無職) 窃盗 有罪 ズボン3本 、物品3点窃取 1948.2.18 1948.2.30 罰金2000円
69 L.S(日 本 人男性 、22歳 、バー テ ン

ダー)
窃盗 有罪 5ドル所持 1947.12.31 1948.3.30 罰金500円

70 S.M(日 本 人男 性、21歳 、無職) 165号違反 有罪 短バン1着 、セーター1着
所持

1947.10.31 1948.3.31 罰金1000円

71 T.M(日 本 人 男性 、19歳 、労働 者) 165号違反 有罪 靴下1足、物品3点 所持 1947.10.31 1948.3.31 罰金2000円
72 I.T(日 本人男性、21歳 、労働者) 165号違反

有罪

砂糖30ポン ド所持 1948.3.25 1948.3.31 罰金2000円
73 E.T(日 本 人男 性、39歳 、通訳) 165号違反 有罪 石鹸11個、物品23点所持 1948.3.18 1 948.3.31 懲役6ヶ 月及び罰金

5000円
74 Y.S(日 本 人男性 、31歳、 農業) 165号違反 有罪 ズボン1本、 物品6点所持 1948.3.29 懲役6ケ月及び罰金

3000円
75-a I,K(日 本 人 男性、22歳 、労働 者} 窃盗 有罪 バター10ポ ン ド窃取 1948.3.5 1948.3.31 懲役4ヶ 月
75-b C.M(日 本人男性、27歳 、運転手) 窃盗 有罪 K(75-a被 疑者)の 窃取 し

たパター10ポン ド保管
1948.3.5 1948.3.31 罰金2000円

合計 75件(78名)
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《表2　 東 京地 裁 管内1948年3月:不 起 訴 事件 》

番号被疑者氏名
(国籍 ・性別、年齢、職業)

態様 答弁 嫌疑 犯行 日 不起訴
決定日

不起訴理由

1 T.K(日 本 人 女性 、34歳 、通 駅) 165号違反 有罪 洗剤1缶 、物品3点 所持 1947.8.11 1948.3.1 犯罪軽微
2 K.K(日 本 人男性 、18歳 、学生) 窃盗 有罪 砂糖1.5ポ ンド窃取 1947,10.6 1948.3.1 前科無し、犯罪軽微
3 S.M(日 本 人男 性、23歳 、労働 者) 165号違反 不明 1ドル所持 1947.8.23 1948.3.1 被疑者所在不明
4

Y.K(日本人男性、46歳、料理人)

窃盗 有罪 べー コン7切 窃取 1948.2.27 1948.3.1 犯罪軽微
5

S.F(日本人男性、27歳、料理人)

窃盗 有罪 砂糖9オ ンス窃取 1947.2.27 1948.3.1 犯罪軽微
6 I.O(日本 人 男性 、41歳 、人 足) 窃盗 無罪 飴1袋窃取 1947.8.11 1948.3.1 嫌疑無し
7 Y.T.M(韓国人男性、25歳、無職) 165号 違反 有罪 ラッキース トライク1箱

所持
1948.2.20 1948.3.1 前科無し、犯罪軽微

8 T.T(日 本 人男性 、19歳 、労働 者) 165号 違反

有罪

ビスケット7本所持 1947.10.7 1948.3.1 前科無し、犯罪軽微
9 S.I(日 本人男性、58歳 、水彩画

家)
165号違反

有罪

石鹸5個 、物品6点(ア メ
リカで購入)引 揚時持込

1948.1.6 1948.3,3 前科無し、犯罪軽微

10 F.H(日 本 人男性 、32歳 、居酒屋 店) 165号 違反 有罪 ウィスキー1本 所持 1947.11.7 1948.3.4 No.129に よ る承認

11

C.N(日 本人男性、52歳 、タイプラ
イター修理工)

165号 違反 有罪 計算機2セ ットの修理 1948.1.18 1948.3.4 No.116に よ る承認

12 S.T(日 本人 男性 、40歳 、労働 者) 165号 違反 有罪 ゴミ山からシューズ3足 を

拾得、所持
1947.9.12 1948.3.4 No.114に よる承認

13 S.M(日 本人男性、20歳 、給仕) 窃盗

有罪

ミルク2缶窃 取 1948.2.5 1948.3.4 犯罪軽微
14 Y.T(日 本 人男性 、55歳 、 雑役 夫) 165号 違反

有罪

腕時計1個受領、 ゴミ山か
らシューズ1足他物品拾得

1947

.11.15

不明

No.120による承認

15 M.A(日本 人 男性 、51歳 、労働者) 窃盗

有罪

売却目的で靴下1足窃取 1948.2.6 1948.3.4 犯罪軽微
16

Y.M

(日本人男性、50歳、工場従業

員)

165号違反

有罪

クールセーター1着 、物品
5点購入、所持

1947.11.24 1948.3.4 No.112に よる承認

17 、M.M(日 本 人男性 、19歳 、労働 者)

窃盗

有罪 靴下1.5足 窃取 1948.2.13 1948.3.4 犯罪軽微
18 T.F(日 本人男性、61歳 、モー ター

工場社長)
165号違反

有罪

腕時計1個 、物品6点 受
領、所持

1947.11.20 1948.3.4 No.127に よ る承認

19 S.K(日 本人男性、23歳 、記者) 165号 違反 有罪 G.Iからタバコ10箱 を1300

円で購 入 、所持

1 948.1.17 1948.3.4 No.ll5に よ る承認

20 Y.T(日 本 人男性 、19歳 、鉄道員) 165号 違反 有罪 2ドル所持 1947.10.16 1948,3.8 No.124に よる承 認

21 T,S(日 本 人男性 、20歳 、給仕} 165号 違反 有罪 2ド ル所持 1947.10.16 1948.3.8 No.125に よ る承認
22 M.I(日本 人男性 、20歳 、給仕) 165号 違反 有罪 2ドル所持 1947.10.16 1948.3.8 No.126に よ る承認

23 A.M(日 本 人男性 、23歳 、 学生) 窃盗 有罪 タバコ1箱窃取 1948.1.15 1948.3.10 犯罪軽微
24 O. N(日 本人男性) 被疑者所在不明
25 S.M(日本人男性、56歳 、労働者) 窃盗

有罪

原油1ガ ロン窃取 1948.1.30 1948.3,1O 前科無し、犯罪軽微
26

K.S

(日本人男性、49歳、 労働者) 165号達反 有罪 靴下2足所持 1948.2.7 1948.3.10 前科無し、犯罪軽微
27 H.S(日 本 人男性 、19歳 、 無職) 165号違反

有罪

チョコレー ト6本所持 1948.2.18 1948.3.11 前科無し、犯罪軽微
28 K.F(日 本 人男性 、54歳 、労働 者) 窃盗 有罪 靴下1足窃取 1948.2.18 1948.3.11 前科無し、犯罪軽微
29 T.N(日本人男性、18歳 、学生) 165号 違反 有罪 ズボン1着購入、所持 1 948.1.21 1948.3.12 No.173によ る 承認

30 M.Y(日本人男性、43歳、保険業) 165号違反 有罪 砂糖10オ ンス所持 1947.12.24 1948.3.13 No.171に よる承認
31 Y.U(日本人男性、33歳、商店主) 165号 違反 無罪 タイプライター2台 所持 1947.12.29 1948.3.14 No.146に よる承認
32 T.Y(日 本人男性、46歳、 氷屋) 165号違反 無罪 毛布1枚 所持 1947.11.6 1948.3.14 No.147に よ る承認
33 K.T(日 本 人男性 、22歳 、会社 員) 165号違反

有罪

シーツ1枚所持 1947.12.16 1948.3.14 No,122に よる 承認

34 T.I(日 本人 男性 、37歳 、運転 手) 165号 違反 有罪 ベス ト1着(シ ンガポール

で受領)の 引揚時所持
1948.3.3 1948.3.14 No.187に よる 承認

35 K.K(日 本人男性、33歳、自動車修
理工)

165号違反 有罪 依頼によりズボン70着所
持

1947.10.28 1 948.3.15 No.185に よる承認

36 Y.M(日本人男性、19歳 、労働者) 165号 違反

有罪

野戦糧食1パック 所持 1948.2.13 1948.2.23 No.152に よ る承認

37 Y.S(日 本 人男性 、48歳 、書店員) 165号違反 有罪 毛布4枚 、物品119点所持 1947.10.5 1948.3.11 No.184に よ る承認

38 F.U(日 本 人男性 、24歳 、 無職) 165号違反 有罪 2ドル70セ ン ト所持 1947.2.6 1948.3.12 No.144に よる承認
39 Y.M(日 本 人男性 、34歳 、運転 手) 165号 違反 有罪 シャツ1着所持 1948.2.13 1948.3.12 No.143に よる 承認

40 T.H(日 本人男性、21歳 、労働者) 165号違反 無罪 セーター1着所持 1948.1.22 1948.3.14 No.199に よ る承認

41 H.N(日 本 人男性 、22歳 、店員) 165号違反 有罪 2ドル70セ ン ト所侍 1948.2.6 1948.3.17 No.144に よる承 認

42 T.K(日 本 人男性 、34歳 、 無職) 165号違反 有罪 シーツ2枚、シャツ1着、
ズボン1着所持

1947.9.30 1948.3.17 No.175に よる承認

43 M.T(日 本人男性、28歳、労働者) 窃盗 有罪 スプーン26個、物品3点 窃
取

1947.6.1 1948.3.17 No.162に よる承認

44 K.K(日 本人男性、年齢、職業不
詳)

被疑者所在不明

45 K.O(日 本人男性、31歳、ワイン 販
売員)

165号違反 有罪 ピーナツ1缶購入、所持 1947.12.27 1948.3.17 前科無し、犯罪軽微

46 R.Y(日 本人男性、39歳 、東京府職

員)

業務上横
領

有罪

救援物資のパイナップル1
缶、石鹸3個 、グ リーン
ピース1缶、物品10点横領

1948.3.1 1948.3.17 憲兵隊Millerat大 尉
による承認

47 K.M(日 本 人男性 、40歳 、労働 者) 窃盗 有罪 靴下1足窃取 1948.2.13 1948.3,17 前科無し、犯罪軽微
48 T.H(日 本 人女性 、29歳 、 女中) 165号違反 有罪 コカコーラ1瓶受領、所持 1947.12.15 1948.3.19 前科無し、犯罪軽微
49 N.T(日本人男性、25歳、会社役

員)

311号違反 有罪 依頼により外套1着 、物品
54点所持

1947.7.6 1948.3.19 No.170に よる 承認

50 T.M(日 本 人男性 、27歳 、 仕立屋) 165号違反 有罪 スイス製腕時計所持 1947.10.2 1948.3.19 No.181に よる承認
51 C.O(日 本人女性、22歳、無職) 311号違反 有罪 G.I.と の結婚の際ラジオ1

台、物品359点 所侍

1947.7.25 1948.3.19 No.168に よる承認

52 T.K(日本人男性、20歳、運転手) 311号違反 無罪 空気圧計10台 所持(う ち5
台はHに より窃取)

1947.6.27 1948.3.16 No.186に よる承認

53 H.W(日 本 人男性 、23歳 、USKP) 窃盗 有罪 売却目的で石鹸5個窃 取 1948.3.12 1948.3.22 犯罪軽微
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54 S.N(日 本人 男性 、55歳 、 労働者) 窃盗 有罪 ゴミ山からセーター1着、
ズボン1着 窃取

1948.2.19 1948.3.22 No.157に よる承 認

55 K.F(日 本人 男性 、19歳 、 労働者)

窃盗

有罪 コーンビーフ1缶窃取(食
べようとした)

1948.1.28 1948.3.22 犯罪軽微

56 H.Y(日 本 人男性 、36歳 、 労働者 〉 窃盗

有罪

鞄下1足 窃取 1948.3.5 1948.3.18 前科無し、犯罪軽微
57

K

.H(日 本人 男性 、18歳 、労 働 者) 窃盗 有罪 砂糖1/2ポ ン ド窃取 1948.3.4 1948.3.18 前科無し、犯罪軽微
58 S.T(日本人男性 、36歳、労働者) 窃盗 有罪 砂糖6.5オ ンス窃取 1948.3.4 1948.3.18 前科無し、犯罪軽微
59 H.T(日 本人 男性 、18歳 、労 働者) 窃盗 有罪 砂糖1/2ポ ン ド窃取 1948.3.4 1948.3.18 前科無し、犯罪軽微
60 Y.K(日 本人男性、23歳 、労働者) 窃盗 有罪 ココア2ポ ン ド窃取 1948.3.8 1948.3.18 前科無し、犯罪軽微
61 H. S(日本人 男性 、27歳 、雑 役 夫) 窃盗 有罪 ココア3ポ ン ド窃取 1948.3.8 1948.3.18 前科無 し、犯罪軽微

62

T.S

(日本人男性、24歳、労働者) 窃盗 有罪 ココア1ポ ン ド窃取 1948.3.8 1948.3.18 前科無し、犯罪軽微
63 H.S(日本人 男性 、19歳 、 労働者)

窃盗

有罪 チョコレー ト5本窃取 1948.3.8 1948.3.18 前科無 し、犯罪軽微
64 K.H(日本人 男性 、23歳 、労 働 者) 窃盗 有罪 チ ョコ レー ト6本窃取 1948.3.8 1948.3.18 前科無し、犯罪軽微
65 T. A(日 本 人男性 、21歳 、 運転 手) 165号違反 有罪 ランニング1着 所持 1948.3.4 1948.3.18 前科無 し、犯罪軽微
66

T.S(日本人男性、36歳、運転手)

165号違反 有罪 ランニング1着 所持 1948.2.25 1948.3.18 前科無し、犯罪軽微
67

T.S(日本人男性、16歳、労働者)

165号違反 有罪 チョコレー ト9本所持 1948.3.1 1948.3.18 前科無 し、犯罪軽微
68 K.S(日 本人 男性 、22歳 、 労働者) 165号 違反 有罪 チ ョコ レー ト2本所持 1948.3.1 1948.3.18 前科無 し、犯罪軽微
69 T.I(日 本人男性、20歳、労働者) 窃盗 有罪 チ ョコ レー ト10本所持 1948.3.4 1948.3,18 前科無 し、犯罪軽微
70 N.K(日 本人 男性 、18歳 、 労働 者) 窃盗 有罪 チ ョコレート3本窃取 1948.3.24 1948.3.24 前科無 し、犯罪軽微

71 A. S(日 本人男性、23歳、運転手) 窃盗

有罪

チ ョコ レー ト2本窃取 1948.3,12 1948.3.24 前科無 し、犯罪軽微
72 K.S(日 本人 男性 、18歳 、 労働 者) 窃盗 有罪 チ ョコレー ト2本窃取 1948.3.13 1948.3.24 前科無 し、犯罪軽微
73 S.N(日 本 人男性 、21歳 、 警備 員) 窃盗 有罪 パン6斤窃取 1948.2.22 1948.3.24 前科無 し、犯罪軽微
74 K.O(日 本 人男性 、19歳 、労働 者) 窃盗 有罪 チ ョコ レー ト6本窃取 1948.3.4 1948.3.24 前科無 し、犯罪軽微
75

H

.M(日 本 人男性 、27歳 、 運転 手) 165号違反 有罪 ランニング1着所持 1947.9.5 1948.3.24 前科無 し、犯罪軽微
76 T.O(日本人男性、20歳 、調理師) 165号違反 有罪 ココア2ポ ン ド窃取 1948.1.21 1948.3.25 前科無 し、犯罪軽微

77

K.K(日 本人男性、63歳 、雑役夫) 165号 違反 有罪

砂糖

1.5ポ ン ド所持 1948.2.16 1948.3.29 前科無 し、犯罪軽微
78 S.K(日 本人 男性 、23歳 、運転 手) 165号 違反 有罪 ジャケ ット1着、物品6点

所持
1948.3.23 1948.3.23 No.208に よる承認

79 T.K(日 本 人男性 、23歳 、労働 者) 165号 違反 有罪 短パ ン2着所持 1948.2.27 19483.24 前科無 し、犯罪軽微
80 T.Y(日 本人男性、25歳 、食料品店

勤務)

165号 違反 有罪 石鹸5個所持 1948.3.4 1948.3.25 前科無 し、犯罪軽微

81 I.O(日本人男性、38歳 、公務員) 165号 違反 有罪 パーカー万年筆1本 所持 1945.7.24 1948.3.25 中国人公官からの贈
答品であったため

82 S.K(日 本 人男性 、23歳 、運転 手) 窃盗及び
贓物運搬

無罪

ズボン170着 、物品3点 輸

送

1947.10.21 1948.3.25 嫌疑無 し

83-a S.I(日 本人男性、18歳、運転手) 窃盗及び
贓物運搬

無罪 同上 1947.11.11 1948.3.25 嫌疑無し

83-b T.K(日 本 人男性 、21歳 、運転 手) 窃盗及び
贓物運搬

有罪 下着50着 、物品2点 を盗品
と知らずに輸送

1947.11.11 1948.3.25 前科無 し、犯罪軽微

84-a I.Y(日 本 人男性 、22歳 、運転 手) 窃盗及び
贓物運搬

無罪 ズボン170着 、物品3点 を

盗品と知らずに輸送

1947.9.2 1948.3.25 嫌疑無 し

85 K.S(日 本 人女性 、49歳 、無職) 窃盗及び
贓物運搬

有罪 ズボン400着 、物品5点 を

盗品と知らずに管理

1947.11.11 1948.3.25 犯罪軽微

86 K.A(日 本人男性 、28歳、自動車修
理工)

165号 違反 有罪 縫糸2ロール所持 1948.2.20 1948.3.26 前科無 し、犯罪軽微

87 M.S(日 本 人 男性 、20歳 、露天 商) 165号 違反 有罪 石鹸4個 所持 1948.2.6 1948.3.29 前科無し、犯罪軽微

88 T.I(日 本 人男性 、26歳 、労働 者)

窃盗

有罪 干 し杏1缶.干 肉1缶 窃取 1948.3.11 1948.3.27 No.216に よる承 認

89 K.M(日本人女性 、31歳、無職) 311号 違反 有罪 ラジオ1台、物品67点所持 1947.7.30 1948.3.27 No.156に よる 承認

90

K.K(日 本 人男性 、24歳 、無職) 窃盗

有罪

砂糖4ポ ン ド窃取 1 947.12.1 1948.3.27 前科無 し、犯罪軽微

91

J.T(日本人男性、27歳、陶器商)

165号違反

有罪

万年筆1本 所持 1947.10.30 1948.3.29 No.214に よる承 認

92

N.H(日本人男性、20歳、学生

165号 違反 有罪 20ド ル所持 1947.10.5 1948.3.29 No.215に よる承認

93

C.K

(日本人男性、24歳、無職) 165号違反 有罪 タバコ6箱所持 1948.3.11 1948.3.29 前科無し、犯罪軽微

94 K.Y(日 本人 男 性 、38歳 、雑 貨商) 165号違反 有罪 ス トリプ トマイシン1瓶所

持

1947.10.22 1948.3.30 No.210による承認

95 G.T(日 本入 男性 、48歳 、運 転手) 311号 違反 有罪 プラグ2個所持 1947.8.18 1948.3.30 No.207に よ る承認

96

M

.H(日 本 人 男性 、20歳 、運 転手) 311号 違反

有罪

ココア2ポン ド所持 1948.1.31 1948.3.30 前科無し、犯罪軽微

97 Y.K(日 本 人 男性 、40歳 、料 理 人) 窃盗 無罪 牛肉窃取 1948.1.14 1948.3.31 No.243に よ り嫌 疑 無

98 J.M(日 本 人男性 、21歳 、会 社員) 165号違反 有罪 セーター2着 所持 1947.12.2 1948.3.31 No.141による承認

99 K.K(日 本 人男 性 、21歳 、米 軍雇) 165号違反 有罪 背広上1着、物品5点 所持 1948.2.15 1948.3.31 憲兵隊Miller大尉 に
よる承認

100 K.M(日 本人男性 、18歳 、無 職) 窃盗 有罪 石鹸2個 窃取 1948.2,24 1948.3.31 前科無 し、犯罪軽微

101

Y

.K(日 本 人男性 、45歳 、副社 長) 165号違反 有罪 13オンス窃取(不 詳) 1948.3.1 1948.3.31 前科無 し、犯罪軽微
102 S.I(日 本人男性 、26歳 、労 働者) 窃盗 有罪 砂糖13オ ンス窃取 1948.3.16 1948.3.31 前科無 し、犯罪軽微

103 S.A(日 本人 男性 、27歳 、文 化団 体役員)165号違反 有罪 サッカリン5ポ ン ド所持 1947.8.31 1948.3.31 No.229に よ る承認

104 W.N(日 本人男性、20歳、労働者) 165号違反 有罪 短パン1着所持 1947.10.31 1948.3.31 前科無し、犯罪軽微

合計 104件(106名)

※原 史料 はLS-17661～17662,GHQ/SCAP Recordsに 含 まれて い る。

被疑 者 氏名 はイニ シ ャルで 示 した 。 また、原 史料 には 、被 疑 者及 び犯 行地 住所 、

証 拠 品 に関す る情 報 も記 載 され てい るが 、 これ らは省 略 した。
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ハ　連合国占領軍の指定する救済機関を通 じて受け渡 される財産

二　連合国占領軍によ り日本国内における消費又は加工のために

放出される輸入品

ホ　修繕 し、若 しくは洗た くするために又 は連合国占領軍若 しく

は連合国占領軍の要員に雇用 されていることに伴 う職務 を行 うた

めに収受 し、又は所持 される財産

へ　書籍及び教育資料(連 合国占領軍の政策又は規則に反す る宣

伝 をするためのものを除 く。)

ト　連合国占領軍の命令 によりその収受又 は所持を許可 された財

産

二　 連合国占領軍の要員の財産 で自動車(乗 用 自動車、貨物自動車

その他の 自動車(け ん引 自動車、被けん引自動車及びスクー ターを

含む。)を いう。以下本条中同じ 。)以 外の ものを、贈与 により収受

する場合

三　前号に規定する場合を除 くの外、連合国占領軍の要員の財産(連

合国占領軍の酒保、陸軍又 は空軍用物資交換所、艦船用店舗その他

これらに類似する機関から収得 された財産を除 く。)で 自動車以外 の

ものを、交換又は代物弁済 による等対価 として 日本 国の通貨 を支払

わないで収受する場合

第三条　 前条第二項第二号の規定 により収受することができる場合 に

おいて も、その収受された財産 は、販売その他の商取引の用 に供 して

はならない。

2　 前項の財産は、販売その他の商取引の用 に供する目的をもつて所

持 してはならない。

第四条　 第一条、第二条第一項又 は前条の規定 に違反 した者は、五年

以下の懲役若 しくは五万円以下の罰金 に処 し、又はこれを併科す る(60)。

また、ほぼ同時期 に地方軍政機構が改編 されたことを受けて、勅令第

311号 関連事件については、1950(昭 和25)年1月 に 「特別の事件 を除 き、

検察官が数年来 占領軍当局 と連絡 して得た経験 に基づ く適正な基準に従
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「占領 目的に有害 な行為」に関す る検察官の起訴猶予裁量 の運用(出 口雄一)

つて処理す る限 り、一々の承認 を受 けず とも起訴、不起訴を して差支え

ない」 との指示があ り、「この種事件につき一般的に起訴、不起訴を決定

してよい旨の包括的な承認」がなされた(61)。そ して、極東委員会の決定

を踏 まえて同年10月18日 に発出 された 「民事及び刑事裁判権の行使 に

関する覚書」(SCAPIN2127)に 基づ いて、1946年2月19日 付 「刑事裁

判権の行使 に関する覚書」及び関連の覚書が廃止 され、10月31日 には

勅令第311号 に代 わって 「占領 目的阻害行為処罰令」が公布、翌11月1

日に施行されている(政 令第325号)。 このことにより、占領管理体制下

の司法は、講和条約を見据えた 「裁判権の回復 の時期」へ と向かうこと

となったが(62)、とりわけこの 「占領 目的阻害行為処罰令」の運用 につい

ては 「検察部 は米占領軍の直接的な下請機関 として、平和 と独立をもと

める民主的運動や言論 にたいす る政治的弾圧をこととした」 との厳 しい

批判がなされている(63)。この批判が妥当であるか どうかを検討するため

には、「占領 目的に有害な行為」及び 「占領 目的阻害行為」が具体的にど

のような内容をもってお り、 日本側 とGHQ側 で どのような運用が行 わ

れていたか、更には、それが占領政策の変化 とどのように連動 していたか、

というような問題を史料 に即 して実証的に分析す る必要があるが、この

課題は別稿 に譲ることとしたい。

【註】

(1)詳 しくは、拙稿 「憲法秩序の変動と占領管理体制-「 日本国憲法施行

の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」(昭和二二年

法律第七二号)の 制定及び改正過程を中心として」『桐蔭法学』14巻2号 、

2008年 を参照(な お、掲載時に副題の誤植があった。不注意を恥じつつ、

ここで訂正しておく)。

(2)さ しあたり、長谷川正安 『憲法判例の研究』勁草書房、1956年 を参照。

(3)佐 藤達夫 「ポツダム命令についての私録(3)」 「自治研究』28巻6号 、

1952年 、17頁 以下。

(4)そ の制定の経緯については、拙稿 「「占領目的に有害な行為」と検察官

の起訴猶予裁量-占 領下における刑事司法の管理 と法制改革の交錯」
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『桐 蔭 法学 』12巻1号 、2005年 にお いて 若干 の 検討 を加 え た。 なお 、勅

令 第311号 の 内容 を含 む、 占領 管理 体 制 の下 で の刑 事 裁判 権 に関す る問

題 につ い て、 矢 崎憲 正 「勅令 三一 一号 占領 目的有害 行 為処 罰 規 定 の

制 定 」 『警 察研 究 』17巻9号 、1946年 、2頁 以 下、 本 田 正 義 ・勝尾鐐 三

『新 しい刑法 附 占領 下 の刑事 裁 判権 』近 代書 房 、1948年 、84頁 以 下 、

神 谷 尚男 「勅令 第三 百 十一 号 につ いて」 『警 察研 究 』21巻9号 、1950年 、

32頁 以 下 、山崎茂 「占領 下 の裁判 手 続上 の諸 問題-そ の実 務上 の考 察」

『判 例 タ イム ス』4輯 、1950年 、15頁 以下 、越 川 純 吉 『日本 に在住 す る

非 日本 人 の法 律 上 の地位(特 に共 通法 上 の外 地 人 につ い て)』(法 務 資料

第308号)1949年 、140頁 以 下 、同 「過 渡 期 渉外 司 法 の諸 問題-そ の

国 内法 的研 究(特 に管 理法 令 の研 究)」 『法 曹 時報 』8巻10号 、1956年 、

15頁 以 下等 を参 照 。

(5)そ の概 要 につ い て は、 さ しあ た り、拙 稿 「戦 後 占領 期 日本 の法 制 改 革研

究 の現 況 と課題 」 『法制 史研 究 』56号 、2007年 を参 照 され た い。

(6)刑 事 訴 訟 法 の制 定過 程 に関 して は、刑 事 訴訟 法 制定 過程 研 究 会 「刑事 訴

訟 法 の制定 過程1～23〔 未完 〕」『法学 協 会雑 誌』91巻7号 ～99巻12号 、

1974～82年 、 小 田 中聰樹 『現代 刑 事 訴 訟法 論 』勁草 書房 、1977年 、井

上 正仁 ・渡 辺 咲子 ・田 中開 編著 『刑 事 訴 訟法 制 定資 料全 集 昭和 刑事 訴

訟 法 編1～3(日 本 立法 資 料 全 集121～123)〔 未 完 〕』 信 山社 、2001～

2008年 等 を参 照。

(7)松 尾 浩 也 「刑 事訴 訟 法史 の なか の現行 法-旧 法 との連続 性 と非 連続 性 」

(『刑 事法 学 の地 平』 有斐 閣、2006年 所収)、210頁 以下 。

(8)拙 稿 「GHQの 司法 改 革構想 か ら見 た 占領期 法 継受-戦 後 日本 法 史 に

お け るア メ リカ法 の影響 に関連 して」 『法学 政 治学論 究 』49号 、2000年 、

357頁 以下 を参 照 され た い。 なお 、 オプ ラー とブ レー クモ アにつ い て は、

それ ぞれ の 旧蔵 文書 を用 い て 簡単 な紹 介 を行 って い る。併 せ て参 照 され

た い(「 「亡 命 ドイ ツ法律 家 」 ア ル フ レ ッ ド ・C・ オ プ ラー-異 文化 接

触 と して の占領期 法 制改 革」 『法 学研 究 』82巻1号 、2009年 、「トー マス ・

L・ ブ レー クモ ア と 日本 法-東 京 帝 国大 学 の学 生 と して、GHQの 法

律 ス タ ッフ と して」(John O Haley and International House of Japan(ed.),

32



「占領 目的 に有害な行為」 に関する検察官の起訴猶予裁量の運用(出 口雄 一)

Proceedings of The Symposium Honoring the Contributions and Career of

Thomas L.Blakemore entitled Law and Practice in Postwar Japan:The Postwar

Legal Reforms and Their Influence, The International House of Japan and The

Blakemore Foundation,2010)。

(9)佐 伯千仞 「証 拠 法 にお け る戦時 法 の残 照 」『刑 法雑 誌』31巻1号 、1990年 、

1頁 以下 。

(10)松 尾 浩 也 「刑事 司 法 の 日本 的特 色-い わ ゆ るモ デ ル論 と も関 連 して」

『法 曹時 報 』46巻7号 、1994年 、12頁 以下 。 この 問題 につ き、 田口守 一

「精 密 司法 論 の意 義 」(『刑事 訴 訟 の 目的』 成 文 堂 、2007年 所 収)、105頁

以 下 を も参 照 され たい 。

(11)横 井 大 三 「起 訴便 宜 主義 」(熊 谷 弘他 編 『公判 法 体系I第1編 公 訴』

日本評 論社 、1974年 所 収)、79頁 以 下 、及 び、三 井誠 「検察 官 の起 訴 猶

予 裁量-そ の歴 史的 お よび実 証 的研 究(3)」 『法学 協会 雑誌 』91巻9号 、

1974年 、24頁 以下 。

(12)前 掲拙稿 「「占領 目的に有害 な行為」 と検 察官 の起 訴猶予 裁量」、60頁以下。

(13)本 稿 は、 最 高 裁 判 所 事 務 局 渉 外 課 『渉 外 月報 特 別 資 料 』 の他 、GHQ/

SCAP Records(国 立 国会 図 書 館 憲 政 資 料 室 蔵)、 公 文 類 聚(国 立公 文

書 館 蔵(http://www.digital.archives.go.jp/))に 基 い て い る(国 立 公 文書 館

所 蔵 史料 の一 部 は上掲 サ イ ト上 で公 開 され て い る もの を利 用 した)。 ま

た、 国会 議事 録 、及 び、法 令 改廃 の沿 革 につ いて は、 国立 国 会 図書館 の

会 議 録 検 索 シ ス テ ム(http://kokkai.ndl.go.jp/)及 び 日本 法令 索 引(http://

hourei.ndi.go.jp/SearchSys/)を 利用 した。 なお、史料 の引用 に当た って は旧

字 体 を新字 体 に改 め た他、 中略 箇所 につい て は 「… 」 で示 し、筆 者 に よ

る補 記 は 〔〕 に よ り示 した。 か な遣 いが 統 一 され て い ない箇 所 につ い て

は原文 の ま まと した 。訳 文 につ い ては、適 宜Oに よ り原文 を併 記 した。

(14)外 務 省編 『日本 占領 及 び管 理重 要文 書集(2)』 日本 図書 セ ン ター、1989年 、

65頁 以 下。訳 文 は 『日本 管理 法 令研 究 』8号 、1946年 、45頁 以下 に拠 った。

(15)軍 事 占領 裁 判 所 に 関 して は、 さ しあ た り、松 元 秀 之 「「占領 軍 裁 判 所 」

につ い て」 『警 察研 究』21巻1号 、1950年 、52頁 以下 、高橋 眞 清 「軍事

警察 裁 判所(Provost Courts)の 審理 手 続-我 国 に於 る英米 式 刑事 訴 訟
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手 続 の 一形 態 と して」 『判 例 タイ ム ズ』2輯 、1948年 、52頁 以下 を参 照

され たい。

(16)以 上 の経 緯 につ き、詳 し くは前 掲 拙稿 「「占領 目的 に有 害 な行 為」 と検

察 官 の起訴 猶 予裁 量」、47頁 以下 を参 照 され たい 。

(17)「 「刑 事裁 判 管轄 権 の行使 」 及 「朝鮮 人其 の他 の者 に対 し言 渡 され た る判

決 の 再審査 」に関す る 「カーペ ンター」法務 部 長 との会 談録(第 一 回)」(最

高 裁判 所事 務 局 渉外課 『昭 和23年10月 渉外 月報特 別資 料(4-6合 併 号)』

所 収)、7頁 以 下 。

(18)「二 月二十 五 日「刑事 裁判 権 執行 に関す る覚 書」に付 ての会 談録 」(前掲 『渉

外 月報特 別資 料 』所 収)、15頁(2の 末 尾 は 「cに 関 す る もの 」 の誤 記

と思 われ る)。

(19)『 日本管 理法 令研 究 』10号 、1948年 、539頁 以 下。

(20)矢 崎前 掲 「勅令 三 一一号 」、16頁 。

(21)終 戦連 絡 中央事 務 局政 治部 『執 務報 告』 第二号(1946年4月15日)(荒

敬 編 『日本 占領 ・外交 関 係資料 集 第3巻 』柏 書 房 、300頁 以下 〉。

(22)『 日本管 理法 令 研究 』18号 、1948年 、59頁 以 下(訳 文 もこれ に拠 った)。

なお 、SCAPINI218に よる修正 は 、 日本側 が連 合 国人 を逮捕 す る権 限 に関

す る要件 の、重大 な犯 罪 を行 った こ とにつ いて の 「相 当 の嫌疑(reasonable

suspicion)」 か ら 「相 当 の証拠(reasonable evidence)」 へ の変更 であ った。

(23)田 中二 郎 は 「この 覚 書 は、 恐 ら く、右 の禁 止 違反 の行 為 は、 占領 目的

に直 接 の侵 害 を与 える行 為 と もい うこ と をえず 、又 一 々軍事 占領 裁判 所

を煩 わ すべ き種 類 の事 件 で もない との見 地 に立 つ てで あ ろ う」 と解説 し

て いる(『 日本 管 理法 令研 究 』18号 、1948年 、59頁)。

(24)他 に挙 げ られ てい る関連 法令 は、以下 の二つ で あ る(附 則 は省略 した)。

連合 国 占領 軍 の発 行 す る弗表 示 軍 票 の取 締 等 に関 す る件(昭 和21年 大

蔵逓信省 令 第1号)

第 一条 第二 条 に規 定 す る場 合 を除 く外 、連 合 国 占領軍 の発行 す る 弗表

示軍 票 を収 受 し又 は所持 す る行 為 は 、昭和 二 十 一年 勅令 第 三 百十 一号 第

一条 第 四号 に該 当す る もの とす る
。

第 二条 通 信 官署 の 職員 は、大 蔵大 臣の指 定 す る給 付 の支 払 に限 り、連
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合 国 占領軍 に属 す る軍人 又 は連 合 国人 た る軍 属 か ら弗表 示 軍票 の提 供 を

受 け た場合 には 、 日本銀 行 券 、貨 幣、 政府 の発 行 す る小 額紙 幣及 び臨 時

補助 貨 幣 と一弗 につ き十五 円 の割合 で 、こ れ を収 受 しな けれ ば な らない。

第 三条 前 条 の規 定 に違 反 した者 は、 これ を三 年以 下 の懲役 若 しくは禁

錮又 は五千 円以 下 の罰 金 に処 す る。

英 国 占領 軍 の発行 す る磅 表 示 の軍 票又 は英 国 占領軍 の使 用 す る濠洲 貨 幣

の 取締 に関す る件(昭 和22年 大 蔵 省令 第56号)

英 国 占領 軍 の 発行 す る磅 表 示 の軍 票 又 は英 国 占領 軍 の使 用 す る一 ペ

ニー若 し くは半 ペ ニ ーの濠 洲 銅貨 幣 を収 受 し又 は所 持 す る行 為 は、 昭和

二 十 一年 勅令 第 三百 十 一号(連 合 国 占領 軍 の 占領 目的 に有 害 な行 為 に対

す る処 罰等 に関す る勅 令)第 一条 第 四号 に該 当す る もの とす る。

前 項 の規 定 は、連 合 国 占領 軍 に属 す る軍 人若 しくは連合 国 人 た る軍属

又 は連 合 国最 高司 令官 の指 定 す る者 につ い ては、 これ を適 用 しない。

(25)「 昭和 二 十 一年 勅令 三百 十 一号 等 の改 正 法律 案 に 関す る総 司令 部 法務 部

係 官 との会談 録(第 二 回)」(前 掲 『渉外 月報 特別 資料 』所 収)、127頁 以 下 。

(26)同 前、161頁 以 下。 憲 兵裁 判 所 の 科刑 権 限 につ い て は、松 元 前 掲 「「占

領軍 裁判 所」 につい て」、65頁 以 下 を参 照。

(27)「 昭和 二十 一 年勅 令 三百 十 一号 等 の改 正 法律 案 に関す る総 司 令部 法 務部

係 官 との会談 録(第 一 回)」(前 掲 『渉外 月報 特別 資料 』所 収)、121頁 。

(28)「 昭和 二 十一 年 勅令 三 百十 一号 等 の 改正 法律 案 に関 す る総 司令 部 法務 部

係官 との会 談録(第 四 回)」(前 掲 『渉外 月報 特別 資 料』所収)、151頁 以 下。

(29>「 昭和 二 十一 年勅 令 三 百十 一 号等 の改 正 法律 案 に関 す る総 司令 部 法務 部

係官 との会 談録(第 八 回)午 後 の部」(前 掲 『渉 外 月報特 別 資料 』所収)、

56頁 以下 。

(30)佐 藤前 掲 「ポツ ダム命 令 につ い ての私 録(3)」 、19頁 。

(31)Amendment of Imperial Ordinance No.311 and of Ministry of Justice

Ordinance Concerning Unauthorized Possession of Allied Goods,21 August

1947(LS-29180,GHQ/SCAPRecords).

(32)前 掲拙 稿 「憲 法秩 序 の変 動 と占領 管理 体制 」48頁 以下 。

(33)前 掲 拙 稿 「「占領 目的 に有害 な行 為」と検 察官 の起 訴 猶予 裁量 」、66頁 以下 。
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(34)前 掲 「昭和二十一年勅令三百十一号等の改正法律案に関する総司令部

法務部係官との会談録(第 二回)」、128頁 以下。

(35)前掲拙稿「「占領目的に有害な行為」と検察官の起訴猶予裁量」、80頁以下。

(36)「昭和二十一年勅令三百十一号等の改正法律案に関する総司令部法務部

係官との会談録(第 三回)」(前掲 『渉外月報特別資料』所収)、141頁以下。

ただし、7月15日 にこの問題が再度話題となったときには、日本側の 「従

来の通 り一般原則によることにしてよくはないか」との主張に対し 「そ

れでよい」とあっさり認めているので、これはあくまで取引の材料であっ

たようである(前 掲 「昭和二十一年勅令三百十一号等の改正法律案に関

する総司令部法務部係官との会談録(第 四回)」、154頁)。

(37)な お、その際に 「いづれ にしてもこの問題は、難しい問題だから、後

日この点に関して司法省から通牒を出されるような場合には、十分注意

して慎重にやつてもらいたいと思う」 と付言 されていることには注意を

要する(「昭和二十一年勅令三百十一号等の改正法律案に関する総司令

部法務部係官との会談録(第 五回)」(前掲 『渉外月報特別資料』所収)、

1581頁 以下)。 この点については、章を改めて検討する。

(38)同 前、159頁 以下。なお、この会談には、法務局のバッシンらに加え、

民政局からもマイヤース(H.Mayers)が 参加 しているが、GHQ側 から

の発言がそれぞれ誰のものかを史料上特定することは出来ない。

(39)な お、附則によって、昭和21年 内務司法省令第1号 は廃止され、大蔵

逓信省令第1号 、及び、昭和22年 大蔵省令第56号 は改正された。

(40)さ しあたっては、「〈座談会〉刑事訴訟法の応急措置法について」『法

の支配』63号 、1985年 、66頁 以下を参照されたい。

(41)高 橋一郎 『新憲法下における刑事訴訟法解説-応 急措置法を中心と

して』近代書房、1947年、序文。なお、応急措置法の制定過程に関しては、

松尾浩也 「応急措置法の制定過程」(『刑事法学の地平』有斐閣、2006年

所収)、144頁 以下を参照。

(42)応 急措置法は第8条 第3号 で 「現行犯入が逮捕された場合には、遅滞

なく刑事訴訟法第百二十七条及び第百二十九条に定める時間の制限内に

検察官から裁判官に対する勾留状の請求がされなければならない」とし、
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「この制 限 され た時 間 は、逮 捕 の時 か ら これ を起 算 す る」と定 め てい た。

(43)松 尾 前掲 「応 急措 置 法 の制 定過程 」162頁 。

(44)「 昭和 二 十 一年 勅 令三 百 十 一号 等 の改 正 法律 案 に関す る総司 令 部法 務 部

係官 との会 談録(第 七 回)」(前 掲 『渉外 月報 特別 資料 』所 収)、43頁 。

(45)前 掲 「昭 和 二 十 一年 勅 令 三 百 十 一 号等 の改 正 法律 案 に関す る総 司 令 部

法務 部 係官 との会 談 録(第 八 回)午 後 の部 」、59頁 以下 。

(46)8月28日 付 「占領 軍物 資 の不 法 所 持 者等 の取扱 につ い て通 牒 」(『警 察

研 究』18巻10号 、1947年)、48頁 。

(47)9月5日 付「 昭 和 二 十 二 年 政 令 第 百 六 十 六 号 、 昭 和 二 十 一 年 勅 令 第

三 百十 一号 の 一部 を改 正す る政令 の運 用 につ いて依 命通 牒 」(『警 察研 究』

18巻11号 、1947年)、44頁 。司法 省刑事 局 関係 者 に よる解 説書 の 中で も「実

際 の 運用 と して は、前記 〔応 急措 置 法第 八条 〕 第一 号 及 び第 二号 の場 合

にお い て も、犯 人 が事 実上 拘 束 を受 け た時 間が斟酌 され 、で きる だけ速

やか に処 理 され る もの と思 われ ます」 とされて い る(本 田 ・勝尾 前 掲 『新

しい 刑法 』、118頁)。

(48)前 掲 「昭和 二 十 一年 勅 令 三 百 十 一号 等 の 改 正法 律 案 に関す る総 司令 部

法 務 部係 官 との会 談録(第 七 回)」、44頁 以 下。

(49)同 前、44頁 以 下 。 地方 軍 政 部 の活 動 につ い て は、近 時 、新 た な史料 に

基づ く実証 研 究が 進 め られ て い る(栗 田 尚弥 編著 『地域 と占領-首 都

とその周 辺 』日本経 済評 論社 、2007年 、西 川博 史 『日本 占領 と軍 政活 動-

占領 軍 は北 海道 で何 を した か』 現代 史料 出版 、2007年 等)。

(50)前 掲 「昭和 二 十 一 年 勅令 三百 十 一 号 等 の 改正 法 律 案 に関 す る総 司 令 部

法務 部 係 官 との会 談 録(第 八 回)午 後 の部 」、58頁 以下 。

(51)三 井 誠 「刑事 手続 法 の行 方-刑 事 司法 の改 革 とそ の課 題」 『法学 教 室』

280号 、2004年 、26頁 以下 。

(52)稲 田得三 『裁判官 四十年 』創 元新 書 、1963年 、70頁 以下 。

(53)当 該 史料 は 、LS-17636～18757(GHQ/SCAP Records)に 収 め られ て

い るが 、勿 論 、別 の フ ォル ダ に保 管 され てい る可 能性 もあ る。 いず れ に

せ よ、筆 者 は その全 て を精 査 す る に至 っ てい ない ので 、 史料 の全 体像 に

つ い て の検 討 は別稿 に委 ね ざる を得 ない 。 なお 、稲 田判 事 は 「初 め は 日
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本 式 に考 え、どうせ 一通 は米軍 へ取 り上 げ られ る もの と思 ってい たの で、

私 は先 方へ わ たす 分 とそ の控 え と二 通 こ しらえ て持 参 した の だが 、法 務

官 はそ れ を一覧 した上 、OKと い って返 して よこ した。 これ はあ りが た

か った 。国 辱 に もな りか ね ない拙 い翻訳 が 、米 軍 の手 に残 らなか っ た こ

とは幸 い で あ っ た」 と回想 してい る(同 前 、71頁)。 あ るい は こ の よ う

な事情 でGHQ側 に残 らなか った史料 もあ るの か も しれ ない 。

〈54)本 田 ・勝 尾 前掲 『新 しい 刑 法』、107頁 以 下 。 な お、 占領 管理 体 制 下 に

お け る民 間の武 器 回 収 に関 して は、荒敬 「占領軍 の 「刀 狩 り」-民 間

の武 装解 除」(『日本 占領 史研 究序 説 』柏書 房 、1994年 所 収)、38頁 以 下、

及 び、 藤木 久 志 『刀 狩 り-武 器 を封 印 した民 衆 』岩 波 書 店 、2005年 、

208頁 以 下 を参照 。

(55)本 田 ・勝尾 前掲 『新 しい刑 法』、113頁 以下 。

(56)前 掲 「昭和 二十 一 年 勅 令 三 百 十 一号 等 の改 正 法 律 案 に関 す る総 司 令 部
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